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厚生労働行政推進調査事業費補助金（新興･再興感染症及び予防接種政策推進研究事業） 

総括研究報告書 

 

愛玩動物由来感染症制御のための、感染症発生状況、原因病原体及び 

宿主動物の解析に基づくリスク評価と啓発に関する研究 

 

研究代表者 今岡浩一 国立感染症研究所 獣医科学部 室長 

 

研究要旨： 各研究分担者の担当項目については、COVID-19の影響もある中、屋外調査の見合

わせもあったが、ほぼ順調に研究が進んでいる。１）イヌ・ネコ由来感染症であるカプノサイト

ファーガ感染症では新たに10例（うち死亡2例）を把握した。コア/パンゲノム解析により莢膜型

A～Cの菌株に共有されるCDSの中に高病原性関連遺伝子が含まれる可能性を、また、クラスD 

β-ラクタマーゼを保有株は莢膜型Bであり、薬剤耐性と特定の莢膜型の関連を見いだした。感染

源の飼育犬から、患者分離株と同じ莢膜型の菌株を分離した。２）エキノコックス症では、北海

道でイヌや飼い主の行動の関係について前向き追跡観察を行ったが、観察集団からの脱落が多

く修正が必要であった。愛知県では知多半島の野犬でエキノコックス症調査を行い、陽性率は

3.7%であった。さらに、ベイト散布候補地点の選定や関係自治体、地権者との協議を行い同意

が得られた地点でベイト散布を開始した。３）輸入愛玩鳥でオウム病クラミジアの保有状況を

調べたところ、全て陰性であった。一方、野生化したワカケホンセイインコからオウム病クラ

ミジア遺伝子を検出し、さらにオウム病クラミジアを分離した。動物園では、調査した1/2施設

の飼育鳥類からオウム病クラミジアを検出し、化学療法を実施後、陰性を確認した。４）愛玩用

エキゾチックアニマルについて、繁殖施設からユーザーまでの流通過程での異常死、集団死、

大量死事例を病理学的に検索して、死因、流行の機序を解明し、さらに対策のための情報を提

供した。また、展示動物では、飼育下ニホンザルにおけるトキソプラズマ症の流行、キツネザル

の中枢神経幼虫移行症（広東住血線虫を疑う）、小型反芻獣のシマウマ由来馬ヘルペスウイル

スⅠ型ウイルス感染症、アザラシの鼻部非結核性抗酸菌症などを見出し、公衆衛生上のリスク評

価を行った。５）AMRでは、地域猫・臨床例から分離した大腸菌について薬剤感受性試験を実

施した。また、耐性遺伝子を検出するため関連遺伝子プライマーを作成した。離島に生息する

地域猫のAMR保有率は3%と家庭猫、他広域に生息する地域猫に比較して低く、検出される薬剤

は限定されていた。６）ブルセラ症疑い患者等の抗体検査（行政検査）では、感染研のみが検査

対応可能となった2020.10以降、2023.3までに45件の依頼があり、B. canis抗体陽性（患者）4名を

診断した。また、2023年には2017, 2018年に患者報告・菌分離されたB. suis biovar 5の感染者が

新たに見いだされた。民間検査機関との共同研究として、国内分離のBrucella属菌について、近

年、検査診断に広く用いられるTOF-MSの代表的な2機種を用いて検査を実施し、その結果を比

較検討した。結果については、公表に関して相手方との調整を行いR5年度中に学会や論文とし

て報告する予定である。鼠咬症については2023.3に検査依頼がありS. notomytis感染症を診断し

た。７）上記のような、研究班の成果を踏まえたアウトプットとして、Webコンテンツや各種雑

誌等への掲載を行った。 

 

研究分担者： 鈴木道雄（国立感染症研究所・主

任研究官）、森嶋康之（国立感染症研究所・主任

研究官）、福士秀人（岐阜大学・教授）、宇根有

美（岡山理科大学・教授）、小野文子（岡山理科

大学・准教授） 

 

研究協力者： 杉山広（国立感染症研究所寄生動

物部）、塚田英晴（麻布大学獣医学部）、八木欣

平（北海道大学大学院獣医学研究院）、オブライ

エン悠木子（東京農工大学農学研究院動物生命科

学部門）、嘉手苅将、新見日向、原田峻輔、林慶、

畑明寿、藤谷登、渡辺俊平、藤井ひかる、小菊洋

行、西阪祐希（岡山理科大学獣医学部）、下田宙

（山口大学共同獣医学部）、金城 輝雄（公財沖縄

こどもの国）、木村藍、秋山多江（甲府市遊亀公

園附属動物園）、徳田昭彦、大川恵子（竜之介動

物病院）、須田拓翔（有限会社バーデン） 

 

Ａ．研究目的 

 従来からの愛玩動物飼育者の増加に、COVID-1

9流行で拍車がかかり、飼育形態や関係性の変化

により近くなっていた人と愛玩動物の距離も、巣

ごもりでさらに近く、ひいては感染リスクも増大

している。愛玩動物の飼育は、実はいろいろなリ
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スク（感染症、アレルギー、咬傷事故など）を背

負うことに他ならないが、関係者に十分認識され

ているとは言いがたい。これまでイヌ･ネコ由来

感染症（カプノサイトファーガ等）、野生動物か

らイヌ･ネコを介してヒトに感染する感染症（エ

キノコックス症等）、愛玩鳥類由来感染症（オウ

ム病等クラミジア感染症）、エキゾチックペット

及び輸入愛玩動物由来感染症、愛玩動物の耐性菌

（AMR）について検討を加え、Q&Aやハンドブッ

クなどで情報発信を行ってきた。本研究班では、

研究実施期間を通じて公開情報を精査し、網羅的

に愛玩動物由来感染症の現状を把握するととも

に、さらに各研究を進展させ、1）カプノサイトフ

ァーガ感染症では、病原因子等の解析によるハイ

リスクグループの明確化。2）エキノコックス症で

は、愛知県の限局した流行への対応によるモデル

ケースの確立や北海道の犬のリスク解析。3）オウ

ム病の介護施設における集団発生や鳥との接触

不明な事例など、新たな事例への検査対応や対策

の検討。4）輸入動物、エキゾチックアニマルや展

示動物における異常死事例などの実態解明によ

る、そのリスクへの対処法の検討と健康被害の抑

制。5）AMRでは、動物だけでなく、飼い主の在宅

医療・抗生物質使用の調査による、動物とヒト相

互のリスク評価。6）ブルセラ症や鼠咬症の実態解

明とリスク評価。などを行う。また、社会全体で

愛玩動物由来感染症のリスクを低減するには、広

く愛玩動物に関わる者全てが、その正しい知識

（現状、病原体、感染経路、予防法など）を持つ

必要があるため、国内における問題点の明確化と

ともに、広く認知されることを目的としている。 

具体的には、2021年度には、研究成果の学会･論

文等への報告とその成果を元に厚労省ハンドブ

ックの更新（これらは2年目以降も実施）や一般向

けのWeb・月刊誌などへの情報発信を行った。20

22年度は、1）カプノサイトファーガ感染症ではゲ

ノムデータからの病原遺伝子の探索、2）エキノコ

ックス症では抑制策による介入継続と陽性率に

基づく問題点の検証と改善、3）輸入愛玩鳥やドバ

トのクラミジア等の継続調査、4）輸入動物では摘

発した疾患のうち、公衆衛生上のリスクが高いと

評価された疾患について、保有動物の検出と浸淫

調査、5）地域ネコや飼育ネコのAMRの保有状況

を調査とリスク評価を行う。6）また継続して、犬

ブルセラ症の検査システムの維持とヒトブルセ

ラ症の検査診断の実施。国内の鼠咬症の検査診断

と原因病原体の遺伝子的解析の実施。さらに、民

間検査機関との共同研究として、国内分離のBruc

ella属菌について、近年、検査診断に広く用いられ

るTOF-MSについて代表的な2機種を用いて検査

を実施し、臨床現場に寄与する有用な知見を得る。

その他、公開されている疾病情報（医中誌、各種

学会抄録、その他文献等）等について継続して精

査し、網羅的に愛玩動物由来感染症の現状を把握

し、愛玩動物由来感染症の総論及び各研究成果を

ふまえた各論について公開用Web動画の作成準備

を行う。最終（2023）年度には、本研究班におい

て集積した基礎データや成果を踏まえた啓発用

動画の作成・公開、感染症対策・衛生管理に重点

を置いた愛玩動物適正飼育マニュアル（ガイドブ

ック）を作成する。 

 

Ｂ．研究方法 

１．各種愛玩動物由来感染症の発生状況等： 19

99年4月1日施行の感染症法に基づく感染症発生

動向調査で1～5類感染症に指定されている感染

症のうち、広義の動物由来感染症と考えられる疾

病について、感染症発生動向調査週報（IDWR）よ

り、その患者報告数を調査した。愛玩動物飼育状

況等に関するデータは日本ペットフード協会HP

を参照した。 

２．カプノサイトファーガ感染症等に関する調査

研究： 医療機関と連携して発生状況の調査、臨

床分離株の収集を行い、また、それら患者由来の

臨床分離株について遺伝子解析（菌株における膜

型の比較ゲノム解析）、感染患者飼育犬のC. cani

morsus高病原性株の保有状況調査を行った。 

３．イヌのエキノコックス症に関する発生状況調

査と感染予防に関する研究： 北海道は東部の農

村部で、飼育犬のエキノコックス感染リスクを上

昇させる飼育管理方法やイヌ自身の行動を数値

化するための前向き観察を実施した。愛知県疫学

調査では、野犬等の生態調査結果に基づきベイト

散布候補地点を選定し、「エキノコックス症対策

に係る連絡調整会議」において県と関係市町とベ

イト散布の進め方について協議を行った。 

４．愛玩鳥を始めとした動物におけるクラミジア

感染症の調査研究： 輸入業者より輸入愛玩鳥検

体の提供を受け、クラミジアの検査を行なった。

野生化ワカケホンセイインコ、動物園飼育鳥類に

ついて、PCRによりオウム病クラミジアDNAの検

出を行なった。なお、増幅産物の塩基配列の解読

により同定した。 

５．エキゾチックアニマルの疾病解析と病理学的

検索： ペット用動物の流通過程や展示施設にお

ける動物の異常死、集団死、大量死事例を検索し

原因、流行の機序を解明し、さらに対策のための

情報を提供した。飼育下ニホンザルにおけるトキ

ソプラズマ症の流行事例では、病理学的・分子生

物学的検索を行った。展示動物では、キツネザル

の中枢神経幼虫移行症、小型反芻獣のシマウマ由

来ウマヘルペスウイルスⅠ型ウイルス感染症、ア

ザラシの鼻部非結核性抗酸菌症、コアリクイ、カ

ワウソ、レッサーパンダなどの原因不明の劇症肝

炎、肝性脳症を見出し、病理学的検討を加えるこ

とで、公衆衛生上のリスク評価を行った。 
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６．愛玩動物における薬剤耐性菌に関する調査研

究： 地域猫・臨床例から分離した大腸菌につい

て薬剤感受性試験を実施した。また、耐性遺伝子

を検出する目的で関連遺伝子プライマーを作成

し遺伝子検索を開始した。さらに、離島に生息す

る地域猫において、個体アセスメント、検体採取、

マイクロチップ挿入の実施とAMRの調査として

ディスク法による感受性試験を実施した。 

７．その他： ブルセラ症については一昨年度（2

020年10月26日以降）より、感染研においてB. ca

nis検査用抗原を作成し、行政検査として試験管凝

集反応によるブルセラ症疑い患者等の抗体検査

（検査診断）を開始しているが、そのための新ロ

ットの抗原作成とSOPの作成を行った。TOF-MS

に関する調査研究では民間検査機関と共同研究

契約書を締結し、国内分離のBrucella属菌につい

て検査用検体を作成し、これを代表的な2機種で

解析を実施し、結果の比較検討を行った。鼠咬症

については、原因菌の全ゲノム解析を実施し、ま

た、依頼検査への対応とTOF-MSによる解析を実

施した。 

 

C．研究結果 

１．各種愛玩動物由来感染症の発生状況調査： 

表１）に示すように、日本は世界でも例外的に動

物由来感染症の発生が少ない国である事がわか

る。ここ2年は特に、COVID-19の流行により海外

渡航が自粛されている関係で、細菌性赤痢やデン

グ熱など輸入感染症の患者が大きく減少してい

る。一方、国内感染が主と考えられる感染症では

余り影響を受けている様子はない。表２）に国内

で起こりうる愛玩動物由来感染症のうち、感染症

法指定疾病外のものを示した。非常に多くの感染

症があり、実は、感染症法指定疾病外の疾患の方

が患者数は多いと思われる。また、細菌や寄生虫

感染症が多く、ウイルス感染症が少ない。ウイル

ス感染症では、感染症法指定疾病であるマールブ

ルグ病、ラッサ熱、サル痘、ハンタウイルス肺症

候群、狂犬病など、重篤なものが知られているが、

現在、日本では感染源動物は、輸入検疫、輸入禁

止、輸入届出制度の対象になっており、国内での

発生はないからである。現在、問題となるのは、

実際にイヌ・ネコの感染やヒトへの感染源となっ

た例が確認されているSFTSVくらいと考えられ

る。SARS-CoV-2もネコを含め動物での感染報告

はあるが、ミンクなど一部を除いてはヒトへの感

染源としてのリスクは少ない。ただ、他の感染症

に関しては、動物から人への病原体の伝播は距離

が近いほど容易になるが、特に、COVID-19の流行

により、さらに距離が近くなっており、古くから

関係が親密なイヌ・ネコもますます注意が必要な

動物となっている。 

２．カプノサイトファーガ感染症等に関する調査

研究： 依頼検査あるいは文献的情報収集によっ

て新たに10例（うち死亡2例）のC. canimorsus感染

例を把握した。莢膜型A～EのC. canimorsus菌株

とNon-typableのコア/パンゲノム解析により莢

膜型A～Cの菌株に共有されるCDSの中に高病

原性関連遺伝子が含まれる可能性が示唆され

た。さらにクラスD β-ラクタマーゼであるblaOX

A-347やYbxIを保有する菌株は莢膜型Bであり、薬

剤耐性と莢膜型との関連も示唆された。感染源

である飼育犬の口腔スワブから、当該患者分離

株と同じ莢膜型遺伝子を検出し、さらに当該莢

膜型の菌株を分離することに成功した。 

３．イヌのエキノコックス症に関する発生状況調

査と感染予防に関する研究： 北海道でエキノコ

ックス感染リスクとイヌや飼い主の行動の関係

について前向き追跡観察を行ったが、観察集団か

らの脱落が多く長期観察ができず必要なデータ

が得られず、計画の修正が必要であった。愛知県

では知多半島の野犬とその個体群でのエキノコ

ックス症流行に関する調査を行い、陽性率は3.7%

であった。犬科動物の生息状況調査に基づき、ベ

イト散布候補地点の選定や関係自治体との協議

を行い、地権者への説明によりベイト散布の同意

を得られた地点についてベイト散布を開始した。 

４．愛玩鳥を始めとした動物におけるクラミジア

感染症の調査研究： 輸入愛玩鳥でオウム病クラ

ミジアの保有状況を調べたが、全て陰性であった。

一方、野生化したワカケホンセイインコ3/66検体

からオウム病クラミジア遺伝子を検出し、さらに

オウム病クラミジアを分離した。動物園では、調

査した1/2施設の飼育鳥類からオウム病クラミジ

アを検出し、感染鳥に対して化学療法を実施後、

陰性を確認した。 

５．エキゾチックアニマルの疾病解析と病理学的

検索： 飼育下ニホンザルにおけるトキソプラズ

マ症の流行では、約1ヵ月間に同居していた1群16

頭中6頭が発症、4頭が死亡した。間質性肺炎や多

発性巣状壊死（心筋、肝臓、脳など）が認められ、

T. gondiiを検出した。死亡したサルの組織をマウ

スに接種したところ、発症し、組織からT. gondii

が回収できた。一展示施設において、ブラックバ

ックが異常行動（旋回、興奮、振戦など）を呈し

て起立困難となり安楽殺されたが、同じ飼育場の

ブラックバックやシマウマで同様の症状が認め

られ、神経組織からヘルペスウイルス特異的遺伝

子およびEHV-1特異遺伝子の増幅が認められた。

ワオキツネザルで不全麻痺が進行し死亡した。病

理解剖の結果、小脳に出血巣が散在し、寄生虫が

目視できた。中枢神経幼虫移行症（広東住血線虫

を疑い）と診断された。 

６．愛玩動物における薬剤耐性菌に関する調査研

究： 熊本県で例年集中的に実施されるTNR活動

（地域猫去勢避妊活動）が中止となり、地域猫お
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よび臨床例については、従来採取し保存した検体

について薬剤感受性試験を行った。臨床猫検体お

よび地域猫検体よりESBL産生菌が検出されたこ

とから、耐性遺伝子検索として対象となる耐性遺

伝子に対するプライマーを作成し、遺伝子検査を

開始した。さらに、愛媛県青島に生息する地域猫

へのマイクロチップ挿入が完了し、ほぼ全頭に相

当する101頭の個体管理が可能となった。ヘモプ

ラズマ感染による貧血、黄疸症状が多くの個体で

認められることから、動物病院での処置および定

期検査時において、感染が疑われる個体への抗生

物質投与を開始した。これら個体については、抗

生物質投与とAMRの推移について経過観察を実

施する予定である。また、輸入愛玩鳥の薬剤耐性

菌保有状況調査として、ベニコンゴウインコの糞

便から分離した腸内細菌を検討したところ、大腸

菌ではセファリゾン、キノロン系、テトラサイク

リンに対し耐性が認められた菌株が検出された。

Pseudomonas属では、全ての菌株が多剤耐性菌で

あった。 

７．その他： 感染研のみが検査対応可能となっ

た2020.10以降、2023.3までに45件の依頼があり、

B. canis抗体陽性（患者）4名を診断した。また、

2023年3月には2017, 2018年に患者報告・菌分離さ

れたB. suis biovar 5の感染者が新たに見いださ

れた。民間検査機関との共同研究として、国内分

離のBrucella属菌について、近年、検査診断に広く

用いられるTOF-MSについて代表的な2機種を用

いて検査を実施し、その結果を比較検討し、臨床

検査現場で有用な知見を得ることができた。本結

果については、公表に関して相手方との調整を行

いR5年度中に学会や論文として報告する予定で

ある。鼠咬症については、手持ちのStreptobacillus

属菌について、全ゲノム解析を終了し、現在、系

統樹解析など解析を実施中である。また、Brucell

a属菌と同様にTOF-MSを用いて解析を行った。検

査診断については、2023年3月に検査依頼があり、

皮膚生検からDNAを抽出し、種特異的PCRにより

S. notomytis感染症と診断した。 

上記のような、研究班の成果を踏まえたアウト

プットとして、Webコンテンツや各種雑誌等への

掲載を行った。雑誌･新聞等への取材対応時に、内

容に関しては本研究班の成果を踏まえ、また情報

提供に当たっては厚労省及び研究班名の明示に

務めた。 

 

Ｄ．考察 

１．各種愛玩動物由来感染症の発生状況調査： 

動物から人への病原体の伝播は距離が近いほど

容易になるので、古くから関係が親密な犬、猫も、

実は注意が必要な動物であり、多くの感染症の感

染源となりうる。また、国内繁殖が多くなったと

はいえ、元来、野生動物であったエキゾチックペ

ットや展示動物については、付き合いも浅く、そ

の習性や病気も十分知っているとはいえず、やは

り健康危害を加えうるものとして注意が必要で

あると考えられた。愛玩動物由来感染症対策を考

える上で、現実的には感染症法対象外の疾病が多

く、それら感染症では患者発生状況の把握も困難

となっている。飼育者･動物取扱業に携わる者１

人１人の知識と自覚を促すことが必要であり、情

報発信等による啓発を今後も継続していくこと

が重要である。 

２．カプノサイトファーガ感染症等に関する調査

研究： 国内症例数は累計で132例となったが、大

半が敗血症を呈した重症例であり、致死率は依然

として約20％という高さである。感染症法による

届出の義務のない本感染症の症例数把握は難し

く、全体像の解明のために軽症例を含めたさらな

る症例情報の集積が今後の課題である。 

国内で初めて莢膜型EのC. canimorsus菌株が患

者から分離されたことにより、現在遺伝子検出法

で決定できる莢膜型A～Eの全てが国内の患者か

ら分離されたことになる。クラスDのβ-ラクタマ

ーゼ保有株はいずれも莢膜型Bであることが明ら

かとなり、薬剤耐性株が特定の莢膜型に偏ってい

る可能性が示唆されたことは、薬剤耐性の獲得状

況の把握において重要な知見である。 

患者分離株と同じ莢膜型の高病原性の菌株を、

感染源と考えられる飼育犬より分離出来たこと

は、今後犬・猫の高病原性株の保有状況の調査を

行う方法を確立する上で、極めて貴重な経験・知

見が得られた。 

３．イヌのエキノコックス症に関する発生状況調

査と感染予防に関する研究： 愛知県の野犬では、

2015年から継続のモニタリングでは、知多半島5

市5町のうち継続的に検出されるのは阿久比町・

常滑市・半田市にとどまっている。残る1市3町は

単発例で、コアエリアからの移動個体を摘発した

ものであろう。第一にコアエリアのコントロール

の推進は無論であるが、移動個体による汚染拡大

を未然に防ぐための伝播エリア内におけるベイ

ト散布も必要と考えられる。 

北海道における、飼育犬と飼育者の行動に関す

る前向き観察では観察集団からの脱落が依然続

出した。一つの原因は、2ヶ月単位で参加自体が忘

れられたことも指摘されるが、アンケート結果で

は、継続参加者には放縦な飼育管理行為が認めら

れないことから、脱落者については飼育管理が不

十分なのではないかと推測される。 

４．愛玩鳥を始めとした動物におけるクラミジア

感染症の調査研究： 今年度も輸入愛玩鳥からク

ラミジア遺伝子が検出されず、検査検体数は少な

いがクラミジア保有率は高くないことが推察さ

れた。一方、国内では野生化ワカケホンセイイン

コからオウム病クラミジアが検出・分離され、感
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染源としてのリスクが確認された。市民への情報

提供や継続した調査が必要であると考えられる。 

動物園飼育鳥類からはほとんどオウム病ク

ラミジアは検出されず、適切な管理が行われてい

る。今回、一部の施設でオウム病クラミジア感染

が確認されたが、野外から何らかの伝播経路によ

り侵入したと考えられた。オウム病の発生は年間

10例前後で推移しているが、時折、事業所などで

集団発生が起きている。今後も、継続した保有状

況調査と市民への情報提供により、オウム病の予

防に務める必要がある。 

５．エキゾチックアニマルの疾病解析と病理学的

検索： 旧世界ザルは、一般的にT. gondiiへの感

受性が低いとされており、今まで、自然発生性の

トキソプラズマ症の報告はない。今回、流行が生

じた機序として、１）原虫の大量曝露、２）原虫

の病原性の強さ、３）発症したサルの免疫低下な

どが考えられた。感染源として、猫（オーシスト

を含む糞便）との接触が考えられ、実際、動物園

内への猫の侵入、徘徊が確認されていた。動物園

という公共性の高い施設を利用する一般人およ

び、動物園従業員の公衆衛生上のリスク軽減を目

的とする対策が欠かせない。 

シマウマ由来EHV-1とEHV-9は、各種動物に致

死性感染症を引き起こすと報告されている。これ

らの宿主域は比較的広く、シマウマ以外の動物で

は、神経向性の致死的感染を起こすことが知られ

ている。今回は、EHV-1であったが、EHV-9はマ

ーモセットといったサル類にも感染し、病変性も

強いことから注意すべきヘルペスウイルスとし

て捉えられている。 

今回、キツネザルの中枢神経に観察された幼虫

の形態は、住血線虫（Angiostrongylus）属寄生虫に

一致した。広東住血線虫を含む住血線虫は、感染

型仔虫の摂食で感染するため、中間宿主であるカ

タツムリやナメクジおよびその排泄物を経口摂

取したと考えられ、飼育状況から汚染野菜などの

摂取が推察された。本例のような原因不明の進行

性の神経症状が継続した場合、鑑別診断として線

虫移行症も念頭に置く必要があると考えられた。 

６．愛玩動物における薬剤耐性菌に関する調査研

究： 昨年度より離島という閉鎖的かつ濃厚なコ

ミュニティの地域猫について調査を開始したが、

JAVMAおよび本研究で行った家庭動物（疾患動

物、健常動物）に比べ耐性菌保有率は低く、これ

まで本研究で実施してきた地域猫に比べても低

い耐性菌保有率であった。また、当該地域猫に対

し、マイクロチップ挿入により継続調査を可能と

した。猫ヘモプラズマ感染症の集団感染が認めら

れたことから、感染個体を対象にマクロライド系

抗生物質を投与しAMR継続調査を実施したとこ

ろ、βラクタム系への耐性菌の増加傾向が認めら

れた。一般的には互いに薬剤耐性を生じさせるこ

とはないとされているが、薬剤耐性のメカニズム

は多岐にわたることから、継続的なサーベイラン

スとともに、発生機序について検討を進める必要

がある。 

また、輸入愛玩鳥から多剤耐性菌が分離された。

分離された菌株のうち、飼育環境中に存在すると

考えれられるPseudomonas属菌株に多剤耐性菌が

検出されたことから、今後輸入される動物の調査

では、繋留検疫期間中の変動についても調査を開

始した。 

７．その他： B. canis抗体陽性（患者）4名のう

ち3名はブリーダーや獣医療関係者と、職業的に

イヌと接する者であった。国内のイヌでは、以前

よりも低下してきたとはいえ、未だに3%程度がB.

 canis抗体陽性、すなわち感染歴を持っている。感

染者が職業的にイヌと接する者である事実、特に

2名がブリーダーであったことは、B. canisの清浄

化に対する努力だけでなくB. canisそのものの認

知が不十分であることが推測される。啓発が必要

である。 

また、2023年3月には2017, 2018年に患者報告・

菌分離されたB. suis biovar 5の感染者が新たに

見いだされた。2018年と同一地域における患者で

あり、同地域に病原体が土着していることが強く

示唆された。また、B. suis biovar 5は、げっ歯目

より最初に分離されたが、感染者が報告されてい

るノボシビルスクのケースでは猫が感染源と推

測されている。今回も、2017, 2018年と同じく猫

を飼育しており、猫の関連も調査していく必要が

あると思われる。 

本研究班の成果を元にした、動物に業として携

わる者だけでなく、一般市民を対象とした啓発に

ついては、R5年度に愛玩動物由来感染症に関する

ガイドラインを作成することにしており、広く認

知されるような工夫が必要である。 

 

Ｅ．結論 

愛玩動物の飼育にともなう、感染症を含め種々

の問題を考える上でリスク「0」はあり得ない。す

なわち、愛玩動物を飼育するに当たっては、飼う・

飼わないの決定段階から、常にリスクを「0」に近

づける努力や注意、そのための知識の習得が必要

である。したがって、一般飼育者、介在動物関係

者、愛玩動物に業として携わる者など、より広く

愛玩動物に関わる者全てに対して、適切な情報を

提示し、どのようなリスクが存在するのか、どう

すればリスク低減が可能となるのかなどについ

て、理解してもらうよう務めることが必要である。 

本研究班は愛玩動物由来感染症について総合

的な視点でそのリスクを評価し、これを低減させ

る取り組みを科学的な根拠に基づいて提案でき

る研究班として位置付けられるものである。その

成果の一環として発信される愛玩動物由来感染
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症の知識（現状、病原体、感染経路、予防法など）

に関する情報は、愛玩動物に関わりを持つ者には

啓発となり、愛玩動物由来感染症対策を講じる行

政関係者等に対しては知見と方策を提供し、これ

らの者にそれぞれの立場でリスクを低減する取

り組みを実践するための一助となることが期待

できる。 

最終年に向けて、愛玩動物由来感染症の総論及

び各論について、本研究班において集積した基礎

データや成果の精査を行い、これらを踏まえて、

公開用Web動画の作成、感染症対策・衛生管理に

重点を置いた愛玩動物適正飼育マニュアル（ガイ

ドブック）を作成していくこととなる。 

 

Ｆ．健康危険情報 

イヌ・ネコ由来のカプノサイトファーガ感染症

は、把握される症例数は比較的少ないものの、致

死率が高く、また治癒しても後遺症が残るケース

も多く、さらには診断に至っていない症例も未だ

相当数あると考えられる。C. canimorsus高病原性

株の検査法の開発や本感染症の発症メカニズム

の解明を進めると共に、情報提供を積極的に実施

し認知度向上をはかる必要がある。 

元来は愛玩鳥であったにもかかわらず、野生化

し生息数が著増しているワカケホンセイインコ

がオウム病の感染源となりうることが明らかと

なったことから、周辺住民等の健康への配慮が必

要と考えられる。 

輸入動物や展示動物に関して、その異常死にお

ける病性鑑定の結果、いくつかのケースで人獣共

通感染症病原体によることが明らかになったた

め、関係者（動物取扱業者、施設従業員等）に対

して、衛生管理の徹底と感染防御対策についてア

ドバイスを実施する必要がある。 

地域猫および家庭猫において薬剤耐性菌が検

出された。このことは、愛玩動物とそれに関係す

る者（飼育者、小動物獣医師など）相互に感染リ

スクがあることを示しており、注意が必要である。 

B. suis biovar 5が国内に土着していることが

明らかになった。2018年の例では、患者の家族で

単にインフルエンザ様として見過ごされていた

例もあることから、同地域で不明熱またはインフ

ルエンザ様を呈し、特に猫の飼育等がある際には、

本感染症も念頭に置いて注意が必要である。 
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nocytophaga stomatis bacteremia in a patient with 

multiple myeloma after direct contact with a cat: 

a case report. Internal Medicine, doi: 10.2169/inter

nalmedicine.7947-21, 61(14):2233-2237, 2022 

（３）今岡浩一. 身近なペットによる感染症－リ

スクから予防まで. in：日本医事新報社 Webオリ

ジナルコンテンツ, 2022, [https://jmedj.net/items/6

3646c21f3de5c3abdc29321] 

（４）今岡浩一. 愛玩動物由来感染症. in：日本の

感染症－明らかにされたこと、のこされた課題

（菅又昌実 編）, 南山堂, pp.201-206, 2022 

（５）加藤亮介, 今岡浩一. この病原体, 備えてお

くべき微生物検査：ブルセラ. in：臨床と微生物, 

近代出版, 49(5): 404-408, 2022 

（６）M.Suzuki, K.Imaoka, M.Kimura, S.Morikaw

a and K.Maeda. Capnocytophaga catalasegens sp. 

nov., isolated from feline oral cavities. Int J Syst 

Evol Microbiol 2023, 73(3): 005731. DOI 10.1099

/ijsem.0.005731 

（７）Kuroki K, Morishima Y, Dorr L & Cook C

R. 2022. Alveolar echinococcosis in a dog in Mis

souri, USA. J Vet Diagn Invest 34, 746-751. 

（８）Sassa-O'Brien, Y., Ohya, K., Yasuda-Koga, 

S., Chahota, R., Suganuma, S., Inoue-Murayama, 

M., Fukushi, H., Kayang, B., Owusu, E.H., Takas

hima, Y. Chlamydial species among wild birds an

d livestock in the foothills of Mt. Afadjato, Ghan

e.J. Vet. Med. Sci. 84(6): 817-823, 2022 

 

２．学会発表等 

（１）鈴木大介, 中西幸音, 杉浦康行, 今岡浩一, 

三鴨廣茂, 原徹. MALDI-TOF MSにてOchrobactr

um anthropiと誤同定されたBrucella canis菌血症. 

第34回日本臨床微生物学会総会・学術集会会, 横

浜, 2023年2月 

（２）今岡浩一. ブルセラ症について. 令和4年度

地域保健総合推進事業に係る関東甲信静ブロッ

ク地域専門家会議, 千葉(Web), 2022年11月 

（３）今岡浩一. ブルセラ症とバイオセーフティ.

 第9回バイオセーフティシンポジウム, つくば

(Web), 2022年9月 

（４）今岡浩一. 人獣共通感染症の動向とリスク

評価について. 令和4年度中央畜産技術研修会(畜

産物安全行政), 白河, 2022年6月 

（５）今岡浩一, 鈴木道雄, 岡田邦彦, 嶋崎剛志, 

前田健. 国内患者より分離された新規ブルセラ属

菌の解析. 第96回日本感染症学会総会・学術講演

会, 川越(Web), 2022年4月 

（６）梅田薫, 鈴木道雄, 河原隆二, 今岡浩一. 

犬・猫由来のCapnocytophaga属菌における薬剤耐

性遺伝子の分布と新規β-ラクタマーゼの同定. 

第34回日本臨床微生物学会総会・学術集会会, 横

浜, 2023年2月 

（７）鈴木道雄, 亀山光輝, 梅田薫, 今岡浩一, 前

田健. Capnocytophaga canimorsus国内分離株の莢
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膜型の解析. 第22回 人と動物の共通感染症研究

会学術集会, 東京(Web), 2022年10月 

（８）鈴木道雄, 今岡浩一, 前田健. Capnocytopha

ga canimorsus国内ヒト患者由来株の莢膜遺伝子

型の解析. 第165回日本獣医学会学術集会, 相模

原(Web), 2022年9月 

（９）オブライエン悠木子、松永 聡美、大屋 賢

司、福士 法子、福士 秀人．野生化したワカケホ

ンセイインコの群におけるChlamydia psittaciの検

出と分離．第39回日本クラミジア研究会 2023年2

月25日, WEB開催 

（１０）宇根有美. 第10回アジア獣医病理学会学

術集会/第10回日本獣医病理専門家協会学術集会

 合同学会2023年3月、東京 

（１１）宇根有美. 2022年度動物園水族館獣医師

臨床研究会学術集会 2023年2月 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

 なし 

２．実用新案登録 

 なし 

３．その他 

 なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１）犬・猫の年別飼育頭数の推移（2017~2021年）及び飼育者年代別飼育率（2021年） 

   （一般社団法人ペットフード協会調べより） 
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表１）日本における人獣共通感染症患者報告数（感染症法指定疾病、2022, 23年は速報値） 

 
 

 

 

表２）感染症法指定疾病外の主な愛玩動物由来感染症 

細菌 

パスツレラ症、猫ひっかき病、カプノサイトファーガ症、コリネバクテリウム・

ウルセランス感染症、サルモネラ症、エルシニア症、カンピロバクター症、鼠咬

症、非結核性抗酸菌 

真菌 クリプトコックス症、皮膚糸状菌症、スポロトリコーシス症 

原虫・寄生虫 
トキソプラズマ症、ウリザネ条虫症、犬糸状虫症、犬･猫回虫症、犬･猫鉤虫症、

東洋眼虫症、疥癬 

 

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

('12.12.31 ('13.12.30 ('14.12.29 ('16.1.4 ('17.1.2 ('18.1.1 ('18.12.31 ('19.12.30 ('21.1.4 ('22.1.3 ('23.1.2

〜

'13.12.29)

〜

'14.12.28)
〜'16.1.3) 〜'17.1.1)

〜

'17.12.31)

〜

'18.12.30)

〜

'19.12.29)

〜

'21.1.3)

〜

'22.1.2)

〜

'23.1.1)

〜

'23.4.9)

２類 結核＠ 27,052 26,629 24,520 24,669 23,427 22,448 21,672 17,786 16,299 14,530 3,274 ○ ○

細菌性赤痢＠ 143 158 156 121 141 268 140 87 7 16 7 ○

腸管出血性大腸菌感染症＠ 4,044 4,151 3,573 3,647 3,904 3,854 3,744 3,094 3,243 3,352 259 ○

Ｅ型肝炎 127 154 213 356 305 446 493 454 460 428 155 ○ ○

エキノコックス症 20 28 27 27 30 19 28 24 35 26 3 ○

オウム病 6 8 5 6 13 6 13 7 9 12 2 ○ ○

Ｑ熱 6 1 0 0 0 3 2 0 1 0 0 ○ ○ ○

狂犬病 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ○ ○

サル痘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 98 ○ ○

ジカウイルス感染症＠### ー ー ー 12 5 0 3 1 0 0 0 ○

重症熱性血小板減少症候群# 48 61 60 60 90 77 101 78 110 118 17 ○ ○ ○

ダニ媒介脳炎 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 ○ ○ ○

チクングニア熱＠ 14 16 17 14 5 4 49 3 0 6 1 ○

デング熱＠ 249 341 293 342 245 201 461 45 8 99 16 ○

日本紅斑熱 175 241 215 277 337 305 318 422 490 460 9 ○ ○

日本脳炎 9 2 2 11 3 0 9 5 3 5 0 ○

Ｂウイルス病 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 ○

ブルセラ症 2 10 5 2 2 3 2 2 1 1 0 ○ ○

野兎病 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ○

ライム病 20 17 9 8 19 13 17 27 23 14 0 ○

類鼻疽＠ 4 0 1 0 1 2 2 1 0 2 0 ○

レプトスピラ症 29 48 33 76 46 32 32 17 34 37 2 ○ ○ ○

アメーバ赤痢＠ 1,047 1,134 1,109 1,151 1,089 843 844 611 537 529 138 ○

クリプトスポリジウム症＠ 25 98 15 14 19 25 19 6 5 7 2 ○

ジアルジア症＠ 82 68 81 71 60 68 53 28 32 32 13 ○

播種性クリプトコックス症## ー 37 120 137 137 182 155 152 163 153 46 ○ ○

（感染症発生動向調査・感染症週報、国立感染症研究所による）

ペット
野生動

物
家畜

主な病原巣・感染源動物

＠ 結核、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌症、黄熱、ジカウイルス感染症、チクングニア熱、ツツガムシ病、デング熱、類鼻疽、アメーバ赤痢、クリプトスポリジウム症、ジアルジア症に関しては、報

告の大部分が動物由来以外の感染と思われる。

＃2013.3.4〜、＃＃2014.9.19〜、＃＃＃2016.2.15〜、

＊表中に記載されていない疾患については、この期間中の報告はない。

感　染　症

３類

４類

５類
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別添４ 

 

厚生労働行政推進調査事業費補助金（新興･再興感染症及び予防接種政策推進研究事業） 

分担研究報告書 

 

イヌ･ネコ由来感染症（カプノサイトファーガ等咬掻傷由来感染症）に関する研究 

 

研究分担者 鈴木 道雄  国立感染症研究所 獣医科学部 主任研究官 

 

研究要旨： イヌ・ネコ由来感染症であるカプノサイトファーガ感染症について、国内にお

ける発生状況を把握するとともに、病原性や薬剤感受性の解析を行った。依頼検査あるい

は文献的情報収集によって新たに10例（うち死亡2例）のC. canimorsus感染例を把握した。

ゲノムデータベース上に登録されている莢膜型A～EのC. canimorsus菌株および国内で分

離されたNon-typableのC. canimorsus菌株3株のコア/パンゲノム解析を行った結果、8株に共

有されるCore CDS（coding sequence)は各菌株の66～76％であり、各菌株に独特なStrain sp

ecific CDSは4～14%であった。高病原性を有すると考えられる莢膜型A～Cの菌株に共有さ

れるCDSの中に、病原性を高める遺伝子が含まれている可能性がある。また、クラスD β-ラ

クタマーゼであるblaOXA-347あるいはYbxIを保有する菌株計7株は、いずれも莢膜型Bであり、

一部の薬剤耐性が特定の莢膜型に偏って認められることが明らかとなった。患者の感染源

となった飼育犬の口腔スワブから、患者分離株の莢膜型に特異的な遺伝子の検出および同

じ莢膜型の菌株の分離に成功した。 

 

Ａ．研究目的 

 Capnocytophaga canimorsus、C. cynodegmi、

C. canis及びC. felisは、犬・猫の口腔内常在菌で

あり、このうち臨床的に重要なC. canimorsusは、

主に咬傷・掻傷によってヒトに感染し、致死率

約26％と重篤な敗血症を引き起こす。これまで

世界で500例以上が文献的に報告されており、

国内でも100例を超えるC. canimorsus感染症例

（致死率約20％）を把握してきた。さらに、20

16年に新菌種として認められたC. canisの感染

による敗血症例3例（うち死亡1例）の国内発生

が把握されたほか、C. canimorsusの国内臨床分

離株の約97％が特定の莢膜型（A～C）に偏って

いることが明らかとなった。これは莢膜型が病

原性に関与している可能性を示唆した海外既

報と同様の結果であった。薬剤耐性に関しては、

C. canimorsusの国内臨床分離株から世界で初

めてクラスD β-ラクタマーゼを検出しており、

今後も継続的に耐性の獲得状況を注視してい

く必要がある。これらの背景を踏まえ、犬・猫

由来カプノサイトファーガ感染症の発生状況

を継続的に調査するとともに、臨床分離株や

犬・猫分離株のゲノム解析、薬剤耐性試験及び

病原性遺伝子タイピング法の開発等を行い、本

感染症の感染・発症メカニズムの解明によりそ

のリスク評価を行うとともに、検査・診断法の

改良及び抗菌薬の適正使用に寄与することを

本研究の目的とする。 

犬・猫に常在する菌種によって引き起こされる

カプノサイトファーガ感染症について、今年度

は、以下の研究を進めた。 

１．カプノサイトファーガ感染症患者発生状況

の調査、臨床分離株の収集 

２．C. canimorsus各莢膜型菌株の比較ゲノム解

析 

３．C. canimorsus感染患者飼育犬のC. canimor

sus高病原性株の保有状況調査出 

 

Ｂ．研究方法 

１．カプノサイトファーガ感染症患者発生状況の

調査、臨床分離株の収集： 医療機関から検査依

頼や情報提供のあった症例に加えて、その他の国

内症例報告を医中誌、各種学会抄録集、ウェブサ

イトを検索して集めた。また収集した分離菌株の

解析を実施した。 

２．C. canimorsus各莢膜型菌株の比較ゲノム解

析： 莢膜型A～EおよびNon-typableの菌株につい

てコア/パンゲノム解析を行い、各莢膜型に共通す

る遺伝子および各莢膜型に固有の遺伝子を探索

した。 

３．C. canimorsus感染患者飼育犬のC. canimorsus

高病原性株の保有状況調査： C. canimorsusに感

染した患者の感染源となった飼育犬から口腔ス

ワブを採取し、患者分離株と同じ莢膜型のC. can

imorsusを検出することが可能か、菌分離による細

菌学的検査およびPCR法による遺伝子検出を実施

した。 

（倫理面への配慮）飼育犬からの口腔スワブ採取

は、患者が入院していた病院の主治医により、患

者のインフォームドコンセントを得た上で実施
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された。サンプルの採取作業およびその解析は、

国立感染症研究所において動物実験計画の承認

を得る必要のある実験には該当しない。 

 

Ｃ．研究結果 

１．カプノサイトファーガ感染症患者発生状況の

調査、臨床分離株の収集： カプノサイトファー

ガ感染症について、依頼検査あるいは文献的情報

収集によって新たに10例（うち死亡2例）を把握し

た。いずれも原因菌はC. canimorsusであった。19

93年に最初の患者が報告されて以来、2022年末ま

でに、計132例（犬咬掻傷79例、猫咬掻傷26例、動

物との接触歴のみ24例、不明3例）を把握し、うち

26例が死亡症例（犬咬掻傷14例、猫咬掻傷6例、動

物との接触歴のみ5例、不明1例）であった（致死

率19.7%）(表1)。患者の年齢は20～90代で、40代

以上が97％を占め、平均年齢は約65歳であった。

また、性別は男性97例、女性35例で男性が約73％

を占めた。症状は敗血症が80％超を占め、報告さ

れている患者の大半が重症例であった。今年度は

新たに6株のC. canimorsus臨床分離株を収集し、

解析した結果、国内で初めて莢膜型Eの株が検出

されたたほか（表2）、ペニリシンおよびクリンダ

マイシンに耐性を示す株が1株検出された。累計

ではC. canimorsus国内臨床分離株のβ-ラクタマー

ゼ遺伝子保有率は7/76株、9.2%となった。 

２．C. canimorsus各莢膜型菌株の比較ゲノム解

析： ゲノムデータベース上に登録されている莢

膜型A～EのC. canimorsus菌株および国内で分離

されたNon-typableのC. canimorsus菌株3株のコア/

パンゲノム解析を行った（図1、表3）。8株に共有

されるCore CDS（coding sequence)は各菌株の66

～76％であり、各菌株に独特なStrain specific CD

Sは4～14%であった。Non-typableのC. canimorsus

が最もStrain specific CDSの比率が高く、他の菌株

とは保有する遺伝子が比較的大きく異なってい

た。また、CDSはNon-typableの株同士でも比較的

大きく異なっており、Non-typableの菌株の多様性

が示唆された。 Non-typableの菌株は保有せず、高

病原性を有すると考えられる莢膜型A～Cの菌株

のみに共有されるCDSが177あり、これらのCDSの

中に病原性に重要な役割を果たしている遺伝子

が含まれている可能性がある。また、ペニシリン

耐性株として検出された、クラスD β-ラクタマー

ゼであるblaOXA-347あるいはYbxIを保有する菌

株計7株は、いずれも犬から感染した患者から分

離された莢膜型Bの菌株であり、薬剤耐性と特定

の莢膜型との間に連関があることが示唆された。 

３．C. canimorsus感染患者飼育犬のC. canimorsus

高病原性株の保有状況調査： 過去に患者の感染

源となった飼育犬から採取された口腔スワブか

ら抽出し、保存されていたDNAから、患者分離株

と同じ莢膜型Bの遺伝子がPCR法によって検出さ

れた（図2）。さらに直近の患者の感染源となった

飼育犬から口腔スワブを採取し、菌分離を行った

結果、患者からの分離株と同じ莢膜型Cの菌株が

分離された。16S rRNAおよびgyrB遺伝子の塩基

配列は患者分離株と飼育犬分離株で100％一致し

た。さらに全ゲノム解析を実施中である。なお、

この飼育犬の口腔スワブからは莢膜型CのC. cani

morsusとともに、Capnocytophaga属菌としてはNo

n-typableのC. canimorsus、C. cynodegmiおよび202

3年に新菌種提唱論文が受理されたC. catalasegen

sが分離され、1頭の犬の口腔内にCapnocytophaga

属菌の多くの菌種、また複数の莢膜型を示すC. c

animorsus菌株が共存していることが示された。 

 

Ｄ．考察 

本年度は新たに10例のC. canimorsus感染症例

を把握した。国内症例数は累計で132例となった

が、大半が敗血症を呈した重症例であり、致死率

は依然として約20％という高さである。質量分析

装置（MALDI-TOF MS）の普及により、菌種レベ

ルでの同定が各病院の検査室あるいは受託検査

会社で可能になるにつれて、感染症法による届出

の義務のない本感染症の症例数把握は難しくな

っている面もある。全体像の解明のために、軽症

例を含めたさらなる症例情報の集積に努め、その

疫学的プロファイルをより広く、深く明らかにし

ていくことが今後の課題である。国内で初めて莢

膜型EのC. canimorsus菌株が患者から分離された

ことにより、現在遺伝子検出法で決定できる莢膜

型A～Eの全てが国内の患者から分離されたこと

になる。まだ十分な菌株数が調査されておらず、

さらに調査を継続していく必要があるが、海外分

離株と比較して、検出される莢膜型には極端な地

域差はないことが推測される。また、クラスDのβ

-ラクタマーゼ保有株はいずれも莢膜型Bである

ことが明らかとなり、薬剤耐性株が特定の莢膜型

に偏っている可能性が示唆されたことは、薬剤耐

性の獲得状況の把握において重要な知見である。

さらに、患者を咬んだことでC. canimorsus感染の

原因となった飼育犬の検査を行い、患者分離株と

同じ莢膜型の高病原性の菌株を分離出来たこと

は、今後犬・猫の高病原性株の保有状況の調査を

行う方法を確立する上で、技術的にも研究データ

としても極めて貴重な経験・知見が得られた。今

後は、犬・猫の高病原性株および薬剤耐性株の保

有状況の調査を進めることが課題となる。。 

 

Ｅ．結論 

 犬・猫由来のカプノサイトファーガ感染症は、

把握される症例数は比較的少ないものの、致死率

が高く、また治癒しても後遺症が残るケースも多

く、さらには診断に至っていない症例も未だ相当

数あると考えられる。本感染症の発症メカニズム
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の解明を進め、予防・治療法の開発に貢献すると

共に、我々の研究成果の学術論文･学会報告や、雑

誌、新聞への掲載あるいは研究所HP等での広報活

動など情報提供を積極的に実施し、さらに認知度

向上をはかる必要があると思われる。 

 

Ｆ．健康機器情報 

 犬・猫由来のカプノサイトファーガ感染症は、

把握される症例数は比較的少ないものの、致死率

が高く、また救命できても後遺症が残るケースも

多く、さらには診断に至っていない症例も未だ相

当数あると考えられる。C. canimorsus高病原性株

の検査法の開発とともに、本感染症の発症メカニ

ズムの解明を進め、予防・治療法の開発に貢献す

ると共に、我々の研究成果の学術論文･学会報告

や、雑誌、新聞への掲載あるいは研究所HP等での

広報活動など情報提供を積極的に実施し、さらに

認知度向上をはかる必要がある。 

 

Ｇ．研究発表等 

１．論文発表等 

（１）M.Suzuki, K.Imaoka, M.Kimura, S.Morikaw

a and K.Maeda. Capnocytophaga catalasegens sp. 

nov., isolated from feline oral cavities. Int J Syst 

Evol Microbiol 2023, 73(3): 005731. DOI 10.1099

/ijsem.0.005731. 

 

２．学会発表等 

（１）鈴木道雄，今岡浩一，前田健．Capnocytoph

aga canimorsus国内ヒト患者由来株の莢膜遺伝子

型の解析． 第165回日本獣医学会学術集会，オン

ライン，2022年9月 

（２）鈴木道雄，亀山光博，梅田薫，今岡浩一，

前田健．Capnocytophaga canimorsus国内分離株の

莢膜型の解析． 第22回人と動物の共通感染症研

究会，オンライン，2022年10月 

（３）梅田 薫, 鈴木 道雄, 河原 隆二, 今岡 浩一.

 犬・猫由来のCapnocytophaga属菌における薬剤耐

性遺伝子の分布と新規β-ラクタマーゼの同定. 第

34回日本臨床微生物学会学術集会，横浜，2023年

2月 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

２．実用新案登録 

３．その他 

 なし 

 

 

 

 

 

表1 動物由来カプノサイトファーガ感染症の感染経路 

  
 

 

表2 Capnocytophaga canimorsus国内臨床分離株の莢膜型遺伝子タイピング 

  
 

 

 

 

感染経路 人数（死亡数）

イヌ咬・掻傷 79 (14)

ネコ咬傷 26 (6)

動物との接触 24 (5)

不明 3 (1）

 

分離株の由来 株数

A B C D E NT

イヌからの感染例 59 10 35 10 3 1 0

ネコからの感染例 16 0 0 16 0 0 0

感染源不明 1 0 0 0 0 0 1

計 76 10 35 26 3 1 1

莢膜型
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表3  C. canimorsus各莢膜型菌株のコア/パンゲノム解析 

 

  
 

 

図 1. C. canimorsus 各莢膜型菌株のパン/コアゲノム解析 

 

a. 莢膜型 A-C および Non-typable を比較したベン図 

  
 

b. 莢膜型 D,E および Non-typable 3 株を比較したベン図 

  
※ベン図を作成できるのが 5 株までのため、分割して図示 

Organism
Capsular

type
CDS

Core

CDS
Var CDS

Strain

specific

CDS

Core

CDS (%)

Var CDS

(%)

Strain

spe.

CDS (%)

C. canimorsus Cc5 A 2506 1663 843 202 66.4 33.6 8.1

C. canimorsus  H5594 B 2389 1664 725 164 69.7 30.3 6.9

C. canimorsus  NCTC11921 C 2369 1659 710 85 70.0 30.0 3.6

C. canimorsus  7120 D 2182 1656 526 95 75.9 24.1 4.4

C. canimorsus  H3936 E 2238 1657 581 143 74.0 26.0 6.4

C. canimorsus 11068B-5 Non-typable 2403 1654 749 297 68.8 31.2 12.4

C. canimorsus  12161B-4 Non-typable 2378 1643 735 330 69.1 30.9 13.9

C. canimorsus  13232B-6 Non-typable 2330 1654 676 222 71.0 29.0 9.5
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図 2. 患者の感染源となった飼育犬からの莢膜型特異的遺伝子検出 
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厚生労働行政推進調査事業費補助金（新興･再興感染症及び予防接種政策推進研究事業） 

分担研究報告書 

 

イヌのエキノコックス症の発生状況とコンロトールに関する研究 

 

研究分担者 森嶋 康之  国立感染症研究所 寄生動物部 主任研究官 

研究協力者 杉山 広   国立感染症研究所 寄生動物部 

研究協力者 塚田 英晴  麻布大学 獣医学部 

研究協力者 八木 欣平  北海道立衛生研究所 感染症部 医動物グループ 

 

研究要旨： エキノコックス（多包条虫）症は野生動物間に主たる流行巣が形成されるため、

イヌはヒトへの感染源となりうるにもかかわらず、注意が向けてこられなかった。しかし、新

規流行地の愛知県では野犬を終宿主とした生活環が維持され、既知流行地の北海道では従来の

認識と異なる飼育犬の感染率が見いだされている。そこで本研究では新旧流行地におけるリス

ク管理に係る調査研究を実施した。愛知県では野犬から陽性例を継続して検出し、そのコント

ロールを目的とした駆虫薬入りベイトの散布を検討した。北海道では農村部飼育犬におけるエ

キノコックス感染リスクを定量的に評価することを目的に、健康な母集団に基づく前向き観察

研究を実施した。 

 

Ａ．研究目的 

 2014年3月、愛知県阿久比町において捕獲され

たイヌ1頭にエキノコックス（多包条虫）感染が発

見された。北海道以外の都府県からは第二例目と

なる「犬のエキノコックス症」として届出がなさ

れたが、その後も同町が所在する知多半島に発生

する野犬から継続して陽性例が発見され、半島の

一定範囲内にエキノコックスが定着しているこ

とを示唆する結果が得られている。我々はこれま

での継続監視から野犬におけるエキノコックス

感染がコアエリア（陽性例が継続検出＝生活環が

定着）と伝播エリア（陽性検出は単発＝コアエリ

アからの移動個体を捕捉）に区別することができ

ることを見出した。コアエリアは現時点において

限局的であり、その生活環に人為的介入ができれ

ば流行巣を根絶できるかもしれない。本研究では、

このコアエリア内の生活環を遮断する方法を検

討する。 

 また、北海道農村部で実施した飼育犬調査にお

いて従来の認識と異なる高い陽性率が確認され

た。これは野生動物間で維持されている高度流行

が飼育犬の感染リスクを押し上げた結果と考え

られたが、病院受診個体を対象とした調査である

ため、なんらかのバイアスの存在も考えられた。

そこで観察開始時点において健康な集団を設定

し、前向き観察手法を用いた、より正確な感染リ

スクの定量的評価を試みる。 

 

Ｂ．研究方法 

１．愛知県： 知多半島の野犬を対象として流行

監視を行った。2022年は夏・冬の2回、野犬の糞便

検体を採取した。採集した糞便はMGL変法（ホル

マリン酢酸エチル遠心沈殿法）による虫卵検査な

らびにcoproPCR法による遺伝子検査を行った（ミ

トコンドリア12SリボソームRNA領域およびcox1

領域）。また、駆虫薬入りベイトの散布によるコ

ントロール法を検討するため、野犬等の生態調査

結果に基づきベイト散布候補地点を選定した。選

定結果は「エキノコックス症対策に係る連絡調整

会議」において県と関係市町に諮り、ベイト散布

の進め方について協議を行った。 

２．北海道： 東部の農村部において、飼育犬の

エキノコックス感染リスクを上昇させる飼育管

理方法やイヌ自身の行動を数値化するための前

向き観察を実施した。すなわち、プログラム参加

犬は2ヶ月ごとにプラジクアンテル投与後採材す

る診断的駆虫を行い、エキノコックス感染診断を

行うとともに、飼い主に対しては投与前2ヶ月間

の飼育管理やイヌの行動に関するアンケート調

査を行った。 

（倫理面への配慮） 

 本研究は実験動物を用いた研究でなく、倫理面

への配慮を必要とする点はない。 

 

Ｃ．研究結果 

１．愛知県： 2022年度調査では調査対象区内に

て採取した野犬糞便136検体中5検体（3.7%）から

陽性が検出された。陽性が確認されたのは半田市

1検体、阿久比町および常滑市各2検体で、いずれ

もコアエリアとみなされる地域であった。コント

ロールを目的とするベイト散布は、コアエリアだ

けでなく、陽性例が発生した伝播エリアも包含す

るよう設定し、合計145地点が選定された。この結

果に基づくベイト散布を「エキノコックス症対策

に係る連絡調整会議」において協議したところ、

自治体側から動物用医薬品を含むベイトは散布

地点の地権者の同意を得ることが望ましいとの

意見があり、地権者に対してベイト散布の目的を
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説明するとともに、その承諾を求める伺い書を発

送した。承諾（条件付き含む）は104地点で得られ、

2023年1月より知多半島7市町（半田市・大府市・

知多市・東浦町・阿久比町・南知多町・武豊町）

でベイト散布を開始した（美浜町は同2月より開

始。常滑市は2023年4月から開始の予定。東海市は

散布対象外）。 

２．北海道： 2023年3月末に第6回目の診断的駆

虫・検査を終了したが、エキノコックス陽性例は

検出されなかった。 

 

Ｄ．考察 

１．愛知県： 知多半島の野犬におけるエキノコ

ックス症は、2015年以降、5市5町のうち3市4町か

ら陽性例が確認されているが（年次陽性率0.7～4.

2%）、継続的に検出されるのは阿久比町・常滑市・

半田市にとどまっている。残る1市3町は単発例で、

コアエリアからの移動個体を摘発したものであ

ろう。したがって、第一にコアエリアのコントロ

ールの推進は無論であるが、移動個体による汚染

拡大を未然に防ぐための伝播エリア内における

ベイト散布も必要と考えられる。なお、現在のベ

イト散布は104地点で、現地調査結果に基づくも

のであるが、必ずしも野犬等の終宿主動物をすべ

てカバーしているとはいえない。今後さらに生息

調査を行うことでカバー率を上げ、介入効果を高

める工夫が必要である。 

２．北海道： この前向き観察では観察集団から

の脱落が依然続出した。一つの原因は、2ヶ月単位

で参加自体が忘れられたことも指摘されるが、検

査前のリマインドを行っても辞退者は発生した。

参加継続者からの回収されたアンケート結果を

集計すると、継続参加者には放縦な飼育管理行為

が認められない（すなわち、飼育犬はエキノコッ

クスに感染しない）のに対し、脱落者の飼育管理

は追跡できないものの、厳格な飼育管理を放棄し、

放し飼い等を再開したことによる感染摘発を恐

れ、観察集団から離脱していることが推察された。 
 

Ｅ．結論 

 エキノコックス症の新規定着地である愛知県

知多半島において、野犬の陽性例を継続検出し、

同地域におけるコントロール対策として駆虫薬

散布を検討した。野犬等の生息状況を考慮して散

布地点を設定した上で、散布を開始した。北海道

では、飼育犬のエキノコックス感染に関わる飼育

管理方法や行動をより正確に評価するための前

向き観察研究を行ったが、陽性例は検出されなか

った。 

 

Ｇ．研究発表等 

１．論文発表等 

（１）Kuroki K, Morishima Y, Dorr L & Cook C

R. 2022. Alveolar echinococcosis in a dog in Mis

souri, USA. J Vet Diagn Invest 34, 746-751 

 

２．学会発表等 

なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

２．実用新案登録 

３．その他 

 なし 
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厚生労働行政推進調査事業費補助金（新興･再興感染症及び予防接種政策推進研究事業） 

分担研究報告書 

 

愛玩鳥を始めとした動物におけるクラミジア感染症の調査研究 

 

研究分担者 福士 秀人   岐阜大学 応用生物科学部 

研究協力者 オブライエン 悠木子  東京農工大学 農学研究院 動物生命科学部門 

研究協力者 宇根 有美   岡山理科大学 獣医学部 

研究協力者 小野 文子   岡山理科大学 獣医学部 

 

研究要旨： 愛玩鳥を含め動物におけるクラミジアの保有状況を調査した。輸入鳥類の糞便か

らクラミジア遺伝子は検出されなかった。野外の鳥類では野生化したワカケホンセイインコか

らオウム病クラミジア遺伝子を検出し，培養細胞を用いてオウム病クラミジアも分離できた。

動物園飼育鳥類では、1/2の動物園で陽性例が見いだされたが、化学療法の実施により陰性化が

確認された。引き続き保有状況を調査し，オウム病予防に向けた注意喚起を行う必要がある。 

 

Ａ．研究目的 

これまでの調査研究により，愛玩鳥及び愛玩動

物（ネコ）におけるクラミジア感染症のリスクは

継続していることが明らかとなった。このリスク

の認識に基づいた対策を行い，その効果を検証す

るために，愛玩鳥，伴侶動物及び野鳥における病

原性クラミジアの保有状況を継続的に調査し，動

物飼育者におけるリスク評価を行う。併せて，オ

ウム病クラミジアの検出やオウム病の診断にお

ける問題も明らかになったことから，迅速簡易診

断法及び予防法に関する基礎的研究を行い，愛玩

動物飼育におけるリスク低減に向けた取り組み

の基盤形成を行う。 

 

Ｂ．研究方法 

１．愛玩鳥，野鳥および動物園飼育鳥類における

オウム病クラミジアの保有状況調査： 輸入鳥糞

（アルゼンチン由来鳥3検体，タンザニア由来鳥1

検体，ペルー由来鳥2検体），ハト糞６検体，野生

化ワカケホンセイインコ66検体，動物園飼育鳥類

（施設A 99検体，施設B 48検体）からDNAを抽出

した。PCRによりオウム病クラミジアDNAの検出

を行なった。増幅産物の塩基配列を解読し，同定

した。 

（倫理面への配慮） 

 鳥類の糞便採取において侵襲はなく、適切な採

取を行った。 

 

Ｃ．研究結果 

１．愛玩鳥，野鳥および動物園飼育鳥類における

オウム病クラミジアの保有状況調査： （１）輸

入愛玩鳥についてオウム病クラミジアの保有状

況を調べたところ、全て陰性であった。（２）野

外の鳥類におけるオウム病クラミジアの保有状

況を調べたところ，野生化したワカケホンセイイ

ンコ66検体中3検体からオウム病クラミジアが検

出され，培養細胞を用いてオウム病クラミジアを

分離することができた。（３）動物園飼育鳥類に

おけるオウム病クラミジア保有状況を調べたと

ころ，施設Aの99検体は全て陰性であったが，施

設Bでは48検体中2検体からオウム病クラミジア

が検出された。オウム病クラミジアが検出された

個体は化学療法が施され，追跡検査において陰性

が確認された（４）迅速簡易診断法及びオウム病

クラミジア予防のための基礎的研究として野外

分離株の培養を行なった。 

 

Ｄ．考察 

昨年度と同様に，今年度も輸入愛玩鳥からクラ
ミジア遺伝子が検出されず，検査検体数は少ない
がクラミジア保有率は高くないことが推察され
た。 
 野生化したワカケホンセイインコからオウム
病クラミジアが検出，分離されたことから，感染
源としてのリスクが考えられた。市民への情報提
供や継続した調査が必要であると考えられた。 
 動物園飼育鳥類からはほとんどオウム病クラ
ミジアは検出されず，適切な管理が行われている。
一部の施設ではオウム病クラミジア感染が検出
されたが，野外から何らかの伝播経路により侵入
したと考えられた。オウム病クラミジア検出後，
適切な治療により陰性となった。また，飼育者の
健康にも問題はなかった。定期的な健康診断の成
果であると言える。 

 オウム病の発生は年間10例前後で推移してお

り，必ずしも大きな問題とはなっていないが，時

折，事業所などで集団発生が起きている。今後も

継続した保有状況調査を行い，市民へ情報提供す

ることにより，オウム病の予防に務める必要があ

る。 

 

Ｅ．結論 

 輸入愛玩鳥からクラミジアは検出されなかっ

たが，国内の野生化した鳥類や動物飼育施設の鳥

類からオウム病クラミジアが検出された。引き続

き保有状況を調査し，オウム病予防に向けた注意

喚起を行う必要がある。 
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Ｇ．研究発表等 

１．論文発表等 

（１）Sassa-O'Brien, Y., Ohya, K., Yasuda-Kog

a, S., Chahota, R., Suganuma, S., Inoue-Muraya

ma, M., Fukushi, H., Kayang, B., Owusu, E.H.,

 Takashima, Y. Chlamydial species among wild 

birds and livestock in the foothills of Mt. Afadj

ato, Ghane.J. Vet. Med. Sci. 84(6)：817-823, 20

22 

 

２．学会発表等 

（１）オブライエン悠木子、松永聡美、大屋賢司、

福士法子、福士秀人．野生化したワカケホンセイ

インコの群におけるChlamydia psittaciの検出と分

離．第39回日本クラミジア研究会 2023年2月25日,

 WEB開催 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

２．実用新案登録 

３．その他 

 なし 
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厚生労働行政推進調査事業費補助金（新興･再興感染症及び予防接種政策推進研究事業） 

分担研究報告書 

 

エキゾチックアニマルの疾病解析と病理学的検索に関する研究 

 

研究分担者 宇根 有美 岡山理科大学 獣医学部 教授 

 

１．飼育下ニホンザル Macaca fuscata yakui におけるトキソプラズマ症の流行 

 

研究協力者 嘉手苅 将  岡山理科大学 獣医学部 病理学研究室 

研究協力者 下田 宙   山口大学 共同獣医学部 獣医微生物学研究室 

研究協力者 金城 輝雄  （公財）沖縄こどもの国 

 

研究要旨： 温血動物に広く感染するToxoplasma gondii （以下T. gondii）は、ヒトにも感染し、

国内では毎年1,200件の先天性トキソプラズマ症が発生していると推定されている。T. gondiiに

対する感受性は動物種によって異なり、一般に高感受性動物で致死的流行を起こすことがある。

サル類におけるT. gondiiへの感受性は種によって異なり、一般的に新世界ザルは高感受性で、類

人猿、旧世界ザルは低いとされている。今回、1展示施設においてニホンザル16頭中6頭がトキ

ソプラズマ症を発症するという流行例を経験したので報告する。ニホンザルは性別および年齢

に関わりなく発症してうち4頭が死亡し、最も顕著な臨床症状は呼吸器障害であった。病理学的

には急性トキソプラズマ症の所見を示し、肉眼所見としては肺水腫、組織学的には間質性肺炎

で、原虫は全身諸臓器に観察され、これらは2種類の抗T. gondii抗体で陽性となった。また、分

子生物学的にT. gondii特異遺伝子を検出し、マウス接種実験でT. gondiiの回収に成功した。トキ

ソプラズマ症の流行は展示施設の従業員や来園者への健康被害にもかかわることから、速やか

に飼育施設の消毒（薬剤散布）と発症したサルおよび無症状のサルにも投薬を行い、2頭は回復

し、その後の発生はない。以上、早急な感染対策と注意喚起が必須の事例であった。なお、本報

告は、世界初の旧世界ザルにおける自然発生性致死的トキソプラズマ症の報告となった。 

 

Ａ．研究目的 

 Toxoplasma gondii（以下T. gondii）は、猫科動

物を終宿主とするコクシジウム目の原虫で、中間

宿主となる動物種は多く、鳥類から哺乳類まで温

血動物に広く感染する。しかしながら、動物種に

よって感受性に差があり、多くの動物は不顕性感

染状態になる。発症には、動物の感受性の高さと

宿主の免疫状態に深く関連する。展示動物として

は、新世界ザルと有袋類は特に感受性が高いこと

が知られており、致死的感染や流行が報告されて

いる。しかしながら、旧世界ザルにおける流行の

報告は見当たらない。この研究では、旧世界ザル

においても致死的トキソプラズマ症が発生し、か

つ流行することを報告し、公衆衛生上のリスクと

なることを周知するために、また、確実に診断す

るための情報と、動物およびヒトへの感染拡大の

阻止および衛生管理対策に関する情報の発信を

目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

１．病理学的検索： 死亡した4頭は、すべて動物

園の管理獣医師により病理解剖され、病理学的検

査材料（症例2は肺、症例１は脳を除く諸臓器）、

分子生物学的および寄生虫学的検査材料（肺、大

脳、小脳）が採取された。 

 病理学的検査では、諸臓器を常法に従いホルマ

リン固定、パラフィン包埋し、病理組織標本を作

製、HE染色および免疫組織化学的検索を行った。 

 免疫組織化学的検索には、帯広畜産大学五十嵐

慎先生より分与された抗Tg 表面抗原抗体（SAG1）

および抗Tg brandyzoite抗体（BAG1）を用いた。

また、Ⅱ型肺胞上皮の変化を確認するために、抗

Cytokeratin AE1/AE3抗体を用いた。 

２．分子生物学的検索： 分子生物学的に病原体

検索を実施した。（１）T. gondii特異遺伝子の検

出と遺伝子型の決定： 死亡した４頭のサルの肺、

大脳および小脳より、DNAを抽出し、W35 prime

rを用いてT. gondii特異遺伝子を増幅した。遺伝子

産物をRFLP解析により、検出Tgの10領域の遺伝

子型を解析、型別した。（２）その他の病原体検

索： 肺病変を惹起する可能性のある病原体の有

無を分子生物学的に検索した。ヘルペスウイルス、

アデノウイルスおよびコロナウイルスそれぞれ

に対するコンセンサスプライマーおよびSARSコ

ロナウイルス２型（以下SARS-CoV2）および重症

熱性血小板減少症候群ウイルス（以下SFTS-V）の

それぞれ特異プライマーを用いて、特異的遺伝子

の増幅を行った。 

３．寄生虫学的検索： サルの新鮮組織をマウス

に接種し、T. gondiiの分離を試み、また、マウス

の発症の有無を確認した。 
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Ｃ．研究結果 

（１）臨床経過 

約1ヵ月間に同居していた1群16頭中6頭が発症、

4頭（雌3と雄1、成体2、亜成体1、幼体1頭）が死

亡した（表1）。発症期間は6日（症例1、2）、9日

（症例3）および14日（症例4）で、発症した順に

症例1～症例６とした。症状はほぼ同様で、活力低

下、沈鬱、嗜眠、振戦、発熱（2頭）、チアノーゼ

（2頭）、末期に高度の呼吸困難を呈し、X線検査

を行った3頭に肺野の透過性の低下を確認した。

流行の初めに発症・死亡したサルの病性鑑定によ

りトキソプラズマ症と診断されたことから、その

時点で発症個体および同居個体に抗原虫薬を投

与したところ、流行の後半に発症した症例5と6は

回復し、それ以降、新たな発症はみられなかった。 

（２）肉眼所見 

死亡したサルに共通して、肺は重量を増し、高

度退縮不全で暗赤色を呈し、水腫、出血、ときお

り、白色斑を認めた。 

その他、脾臓の軽度の腫大以外に、目立った変

化は認められなかった。 

（３）病理組織学的所見 

間質性肺炎（3頭）、多発性巣状壊死を心筋（3

頭）、肝臓（4頭）、脳（3頭）、副腎、膵臓およ

び精巣（各1頭）に認めた。 

肺病変は個体によってやや異なり、基本的に間

質性肺炎であったが、症例1と3では壊死、出血が

主であったのに対し、症例4ではⅡ型肺胞上皮の

過形成が顕著であった。 

T. gondiiは4頭すべてに観察された。免疫染色に

おいて、肺と脳でSAG1およびBAG1陽性    

T. gondiiを観察し、肝臓にSAG1陽性T. gondiiを認

めたが、心臓、脾臓および腎臓にはSAG１、BAG

1ともに陽性像は観察されなかった。 

（４）分子生物学的検索結果 

T. gondiiの感染を分子生物学的検索したところ、

発症個体すべてからT. gondii特異遺伝子を検出し

た。 

RFLP解析では、検出T. gondiiは、L358およびP

K1がそれぞれⅢ型を示す変異株であった（表2）。 

ヘルペスウイルス、アデノウイルス、コロナウ

イルス、SARS-CoV2ウイルス、SFTSの特異遺伝子

は増幅されなかった。 

（５）寄生虫学的検索（マウス接種によるT. gond

ii分離試験）結果 

死亡したサルの組織をマウスに接種したとこ

ろ、発症し、組織からT. gondiiが回収できた。 

 

Ｄ．考察 

以上の所見から、死亡サルを致死的トキソプラ

ズマ症と診断し、本事例をニホンザル群における

トキソプラズマ症の流行として捉えた。そして、

旧世界ザルでは実験例を除いてトキソプラズマ

症の報告はなく、本報告は自然発生性の致死的ト

キソプラズマ症の世界初の報告となった。 

旧世界ザルは、一般的にT. gondiiへの感受性が

低いとされており、今まで、自然発生性のトキソ

プラズマ症の報告はない。今回、16頭中6頭のサル

が発症し、4頭が死亡するといった流行が生じた

機序として、１）トキソプラズマ原虫の大量曝露、

２）トキソプラズマ原虫の病原性の強さ、３）発

症したサルの免疫低下などが考えられた。サルの

免疫低下に関しては、あらゆる年齢層のサルが比

較的短期間に集中して発症していること、病理組

織学的に免疫能の低下を示唆する所見がみられ

ないこと、流行の後期に発症し、早期治療が可能

であった2頭が回復していることを考慮すると宿

主側の要因は低いと考えた。１）と２）に関して

は、今回、流行がみられた県は、日本国内で、唯

一毎年、と畜検査でトキソプラズマ症による豚の

全部廃棄が計上される地域であること（感染源と

なる猫と豚と接触しやすい環境がある）、そして、

病原性との関連が明らかにされてはいないが、今

回検出されたT. gondiiの遺伝子型が新規の遺伝子

型であったことから、病原体側の要因が関連して

いる可能性が高かった。なお、本事例の感染源と

して、猫（オーシストを含む糞便）との接触が考

えられ、実際、動物園内への猫の侵入、徘徊が確

認されていた。 

以上の状況から、T. gondiiオーシストによる環

境汚染などが危惧されたため、サルの展示施設は、

ゼクトンなどを用いた土壌消毒を実施し、放し飼

い猫の動物園内侵入阻止の対策を検討した。そし

て、同居サルに対して、発症阻止を目的に抗原虫

薬の投与が実施された。 

旧世界ザルであっても、トキソプラズマ症の流

行が起き得る状況を考えると、動物園という公共

性の高い施設を利用する一般人および、動物園従

業員の公衆衛生上のリスク軽減を目的とする対

策が欠かせない。 

なお、本事例を注意喚起のための情報として、

サル類の疾病と病理のための研究会 第29回サ

ル疾病ワークショップで発表した。発表後、さら

に詳細な検索を実施した結果を含めて、本助成事

業の成果報告としてここに記述した。 

 

Ｅ．結論 

 旧世界ザルであるニホンザルにおいても自然

発生性致死的トキソプラズマ症の流行がおきる

ことから、公衆衛生上のリスク軽減の措置が必要

である。 

 
Ｆ．健康危険情報 

 病性鑑定の結果を動物園に連絡するとともに、

トキソプラズマ対策に関してアドバイスを行っ

た。 
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Ｇ．研究発表等 

１．論文発表等 

なし 

  

２．学会発表等 

（１）サル類の疾病と病理のための研究会 第29
回サル疾病ワークショップ、2021年7月 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

２．実用新案登録 

３．その他 

 なし 

 

 

 
 表1 症例のプロフィール 
   

番号 性別 年齢 体重 
発症
期間 

症状 X線検査 

症例
１ 

メス 1ヶ月 531ｇ 6日 
脱水、呼吸促迫・漿液性鼻汁、

体温低下、下痢 
透過性低下 

症例
２ 

オス 
4歳3ヶ
月 

7.1kg 6日 
沈鬱・動作緩慢、努力呼吸・鼻

汁、発熱、意識混濁 
透過性低下 

症例
３ 

メス 7-8歳 7.6kg 9日 
体重減少、呼吸促迫・異常呼吸

音、沈鬱、可視粘膜蒼白 
透過性低下 

症例
４ 

メス 
2歳2ヶ
月 

3.6kg 14日 
嗜眠・沈鬱、振戦、発熱、チア

ノーゼ 
未実施 

 
 
表2 遺伝子型の解析結果 

 

  
 

 

 

２．ブラックバック(Antilope cervicapra)におけるシマウマ由来馬ヘルペスウイルスⅠ型感染症の散発的発生 

 

研究協力者 新見 日向  岡山理科大学 獣医学部 病理学研究室 

研究協力者 下田 宙   山口大学 共同獣医学部 獣医微生物学研究室 

研究協力者 福士 秀人  岐阜大学 応用生物科学部 

 

研究要旨： 馬を自然宿主とする馬ヘルペスウイルスⅠ型（EHV-1）は、主として死流産や呼吸

器疾患を起こすことから、馬生産現場へ多大な経済的被害を及ぼすウイルスとされる。一方、

シマウマ由来EHV-1は、神経向性が強く、他の動物に致死的感染をおこすとされるが、国内では

確認されていなかった。今回、一展示施設で、2週間の間に同一の神経症状を呈して2頭のブラ

ックバック(Antilope cervicapra)が死亡し、さらに1年後に、同じく神経症状を呈して、さらに1頭

が死亡した。そのうちの２頭（症例２と３）を検索してシマウマ由来EVH-１感染症と診断した

ので報告する。3頭（症例１～３）に共通して旋回運動、興奮、歯ぎしり、振戦、痙攣などの神

経症状がみられ、4日～８日の経過で死亡した。2頭の脳病変は限局的で、症例2では橋部と延髄

部、症例3では梨状葉に変性・壊死性変化がみられた。症例2では核内封入体形成を伴う神経細

胞壊死がみられた。ウイルス抗原は神経細胞に観察された。ヘルペスウイルス特異プライマー

を用いたPCR検査により、ヘルペス特異遺伝子が増幅され、その産物の塩基配列はシマウマ由

来EHV-１に最も近縁（99.5%）であった。本事例は、シマウマ由来EHV-１による自然発生性致

死的感染症の国内初の報告となり、ブラックバックにおける初報告である。 

 

Genetic

markers
SAG1 Alt. SAG2 SAG3 BTUB GRA6

Type Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

Genetic

markers
C22-8 C29-2 L358 PK1 Apico

Type Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅲ Ⅰ
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Ａ．研究目的 

 馬ヘルペスウイルスⅠ型（EHV-1）およびシマウ

マ由来EHV-1はαヘルペス科に分類されるウイル

スで、この科に属するヘルペスウイルスは自然宿

主以外の動物に感染すると、しばしば激烈な病態

を惹起するとされ、その例として豚ヘルペスウイ

ルスⅠ型ウイルスによるオーエスキー病（仮性狂犬

病）や、サルのＢウイルス感染症が挙げられる。

シマウマ由来EHV-1のヒトを含む霊長類への病原

性は明らかではないが、本ウイルスと非常に近縁

で、血清学的にも交差性のあるEHV-9はサル類に

も致死的感染を起こすことが知られている。今回、

一展示施設で、高度の神経症状を呈して３頭のブ

ラックバック(Antilope cervicapra)が死亡し、検査

できた2頭がシマウマ由来EHV-1感染症と診断さ

れたことから、他の神経疾患と鑑別が必要となる、

注意すべき事例として、その病理学的特徴を明ら

かにすることを目的として、ここに報告する。 

 

Ｂ．研究方法 

１．材料と方法： 症例はいずれも死亡後、展示

施設で剖検され、症例２と３、シマウマ雌と胎児

の全身諸臓器の1部が当研究室に送付された（症

例3は脊髄、鼻粘膜、三叉神経を含む）。 

２．病理組織化学的検索： 10％ホルマリン固定

材料から常法に従ってパラフィン標本を作製し，

ヘマトキシリン・エオジン染色（HE染色）および

特殊染色としてクリューバーバレラ染色を実施

し、脳における病変の特徴・分布を検討した。 

３．免疫組織化学的検索： ウイルス抗原分布を

検討するため、EHV-1抗原と交差性のあるウマヘ

ルペスウイルス9型（EHV-9）抗体（岐阜大学福士

秀人先生提供、ポリクロ―ナル抗体）を一次抗体

として用いた。二次抗体は、ヒストファインシン

プルステインキット （シンプルステインMAX-P

O，（株）ニチレイ，東京）を用い、反応の可視化

のためにジアミノベンチジン（DAB）を使用した。

抗原賦活化の前処理は行わなかった。 

４．分子生物学的検索（ポリメラーゼ連鎖反応（P

CR）における病原体の検索）： 検体（肝, 腎, 肺,

 心, 脾, 脊髄7部位, 右大脳表面, 右梨状葉, 右嗅

球）計15サンプルを対象として、DNAeasy Blood

 & Tissue Kitを用いて、DNAを抽出し、TaKaRa 

Ex Taqとヘルペスウイルス共通プライマー(D R 

VanDevanter et al., Journal of Clinical Microbiolo

gy, 1996)を用いてヘルペスウイルス特異遺伝子

を増幅した。併せて、EHV-1特異的プライマーで、

EHV-1特異遺伝子を増幅した。そして、増幅産物

のヘルペスウイルス糖蛋白質B（gB）とDNAポリ

メラーゼ（Dpol）部分の全塩基配列を決定した。 

５．画像診断： ブラックバック症例３の頭部を、

死後ＣT検査及びＭRI検査を実施した。 

（倫理面への配慮） 

動物(死体)の一部臓器の検索のため、倫理面で

配慮すべき事項はない。 

 

Ｃ．研究結果 

【臨床経過】表1 

一展示施設において、2021年11月29日に、ブラ

ックバック（症例１）１頭が旋回、興奮、振戦な

どの異常行動を呈して起立困難となり、予後不良

と判断されて12月6日に安楽殺された。症例1は妊

娠していて、流涎と失明の疑いがあった。翌日12

月7日に症例1と同居していた症例2に神経症状が

発現した。症例2は8ヵ月齢の雄であった。発症時、

起立はしていたが、逃避行動を行わず、食欲廃絶、

次第に、旋回運動、歯ぎしり、痙攣および振戦を

繰り返し、後肢を開脚して、最終的には起立困難

となり、衰弱し、第4病日に死亡した。同じ飼育場

でシマウマ、キリン、エランド、ラマ、ラクダが

飼育されていた。2022月2月15日 ブラックバック

と同一飼育場で飼育されていたシマウマ（雌、4歳

8カ月齢）に振戦と鼻出血が認められ、翌日16日死

亡した。このシマウマは2018年3 月にアメリカよ

り輸入され、2021年5 月より頭部から頸部に間歇

的振戦がみられていて、死亡時には妊娠していた。

2022年11月26日から、新たにブラックバック(症例

３、５ヵ月齢、雄)が発症した。発病初期は沈鬱、

11月28日から発熱(一時的に回復)、振戦、チック様

症状、食欲不振、旋回の症状を呈し、徐々に衰弱

し、12月4日に死亡した。 

【病理学的所見】 

肉眼的に、症例2には、特記すべき変化はなかっ

たが、症例３には、左脳を中心に淡褐色の変色部

分が観察された 

病理組織学的に、症例2では、病変は橋と延髄部

の腹側辺縁部分に限局しており、延髄では神経網

の水腫と軟化および囲管性細胞浸潤、橋では橋核

の神経細胞は、散発性に壊死に陥り、好酸性から

両染性の核内封入体形成を伴う神経細胞がごく

少数認められた（図１、２）。免疫染色では、橋

の病変部に一致してウイルス抗原が検出された

（図３）。症例３では、病変は症例2よりも広範囲

に認められ、特に大脳皮質で高度で、梨状葉部位

の大脳皮質では神経細胞壊死および脱落、神経網

の水腫がみられたが、明らかな核内封入体は観察

されなかった。また、軟化が高度な部位には、多

数の小膠細胞が浸潤していた。その他、大脳皮質、

視床、延髄、橋、小脳における重度から軽度の神

経細胞の変性、グリア結節、囲管性細胞浸潤、神

経網の水腫、うっ血の所見を認めた。 

その他、No.2とNo.3に共通の所見として、全身

性のうっ血と肺水腫があり、膀胱尿は褐色で、血

様腹水の貯留があったが、血管炎や内皮細胞の変

性は認められなかった。 

【分子生物学的検査結果】 
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症例２および3の神経組織からヘルペスウイル

ス特異的遺伝子およびEHV-1特異遺伝子の増幅が

みられ、EHV-1のgBとDpol部分の全塩基配列を決

定した結果、過去にアメリカでアジアノロバから

分離されたEHV-1と最も近縁（gB:100％、Dpol:99.

97％）であった。なお、他の組織からヘルペスウ

イルス関連遺伝子は検出されなかった。 

【画像診断】 

症例3のMRI検査では、大脳皮質および視床にお

いてT2強調画像の高信号を認め、病理組織学的な

病変分布と一致した。 

【シマウマ】 

成体のシマウマでは、大脳皮質における神経細

胞の軽度の変性及び水腫が認められた。胎仔はウ

ィルヒョウロバン腔の拡大が認められたが、その

他、著変はなく、免疫染色によってもEHV抗原は

観察されなかった。また、成体および胎仔のシマ

ウマの脳を用いてPCR検査を実施したが、EHV-1

は検出されなかった。 

 

Ｄ．考察 

近年、各種動物に致死性感染症を引き起こすヘ

ルペスウイルスとして、シマウマ由来EHV-1とEH

V-9が報告されている。この2種のウイルスの宿主

域は比較的広く、シマウマ以外の動物では、神経

向性の致死的感染を起こすことが知られている。

特に、EHV-9はマーモセットといったサル類にも

感染し(Kodama A,2007)、病変性も強いとされる

ことから（Saleh AG.2020）、注意すべきヘルペス

ウイルスとして捉えられており(Schrenzel MD,20

08)、両者を識別する必要がある。しかしながら、

EHV-9がトムソンガゼルの流行事例から検出され

た当時、EHV-1とされるほど、近縁で、血清学的

にも交差性があり、病理学的所見によって両ウイ

ルスを識別できないとされている（Saleh AG.202

0）。今回、検出ヘルペスウイルスのgBおよびDp

ol部分を解析することによって、ブラックバック

のシマウマ由来EHV-１感染症と診断した。 

シマウマ由来EHV-1の自然宿主はシマウマで、

他の種類の動物への感染源になるとされている(S

chrenzel MD,2008)。今回のブラックバックは、シ

マウマと同居しており、さらに妊娠していたこと

から、感染源として最も可能性が高かったが、胎

仔ともに,ウイルス感染に関連する病変は観察さ

れず、免疫染色でも、分子生物学的にもEHV-1を

検出できなかった。よって、感染源を特定するこ

とはできなかった。馬由来ＥHV-1の感染は、呼吸

上皮や血管内皮に感染して、ウイルス血症を招来

して中枢神経に到達される。しかしながら、シマ

ウマ由来EHV-1の脳への侵入経路として、ハムス

ターを用いた感染実験（Abas OM,2019）では、神

経向性に脳に到達したと考察されている。そして、

ブラックバックにおいても、ウイルス抗原は、脳

以外の臓器では観察されず、さらに抗原と病変の

分布は限局的であったことから、シマウマ由来EH

V-1は神経向性に脳に到達したと考えられた（表

２）。国内では、過去、シマウマ由来EHV-1の発

症事例の報告はなく、さらに、ブラックバックに

おける流行事例もなく、本報告がシマウマ由来神

経向性EHV-1感染症の初の事例となる。 
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Ｅ．結論 

 ブラックバックにおけるシマウマ由来神経向

性EHV-1感染症の初の報告である。 
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Table 2: Differences in clinical presentation, route of infection, and pathologic findings between equine EH

V-1 and non-horse EHV-1 

 

 
 

 

 

３．ワオキツネザルの中枢神経幼虫移行症の１例 

 

研究協力者 原田 峻輔   岡山理科大学 獣医学部 病理学研究室 

研究協力者 木村 藍   甲府市遊亀公園附属動物園 

研究協力者 秋山 多江  甲府市遊亀公園附属動物園 

研究協力者 林  慶   岡山理科大学獣医学部医動物学研究室 

 

研究要旨： 中枢神経幼虫移行症とは、線虫の幼虫が固有宿主以外の動物に感染、全身に移行

し、致死的な中枢神経傷害を起こす病態をいい、代表的な寄生虫として、アライグマ回虫や広

東住血線虫が挙げられる。今回、展示施設で飼育されていた1頭のワオキツネザル(Lemur catta)

 が中枢神経幼虫移行症で死亡し、広東住血線虫感染が疑われたことから注意喚起を目的にその

概要を報告する。 

 

Ａ．研究目的 

 １動物園で飼育されていたワオキツネザル(Le

mur catta)１頭が中枢神経幼虫移行症により死亡

した。病理学的に検索したところ、小脳を中心に

線虫が観察され、その形態から住血線虫と推定さ

れ、さらに広東住血線虫症が疑われた。本寄生虫

の国内人体感染例が報告されており、キツネザル

飼育環境および飼養方法に感染機会があったと

想定されることから、本研究は注意喚起を目的と

して、症例の臨床経過および病理学的特徴につい

て報告する。 

 

Ｂ．研究方法 

高度の神経症状を呈して死亡したワオキツネ

ザルを完全解剖し、病理組織学的に検索するとと

もに、ホルマリン固定パラフィン切片を用いて分

子生物学的に寄生虫の同定を試みた。 

（倫理面への配慮） 

自然死した動物を対象としたことから、特段の

配慮はしなかった 

 

Ｃ．研究結果 

１．症例： ワオキツネザル Ailurus fulgens 雌、

６歳で、体重2,900gであった。左後肢の跛行から

始まり、徐々に不全麻痺が進行して、死亡の1週間

前から寝たきりの状態が継続し、血液検査とレン

トゲン検査を実施したが、原因の特定に繋がらず、

6歳と若齢でもあったことから、感染症が疑われ

た。その詳細な経過は、第1病日（2022年9月18日）

に食欲不振を認めた。皮下補液などの治療により

食欲はやや改善したものの、採餌不良が継続し、

第3病日の血液検査ではヘマトクリット、肝酵素、

クレアチンキナーゼが上昇していたため強肝剤

の投与を開始した。第10病日に軽度のふらつき、

右後肢跛行を認めたため、神経炎を疑い、上記の

投薬に追加してNSAIDsの投与を行なったが改善

しなかった。第12病日には両後肢不全麻痺が発現

し、ステロイド（プレドニゾロン）を投与したが

改善せず、第13病日には朝から姿勢維持困難、振

戦がみられた。第14病日に左後肢の痛覚反射低下、

膀胱麻痺が発現したためレントゲン検査を実施

したが、異常は認められなかった。感染性の神経

炎を疑い、抗生剤（バイトリル）、抗真菌薬（イ
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トラコナゾール）を追加し以降継続した。第17病

日水平眼振、振戦があり、第18病日より、低体温

（35.8度）となり、保温を開始するも回復せず、

翌日死亡した（10月6日）。 

２．病理学的所見： 肉眼的には、小脳表面に出

血巣が散在し、蛇行する細い寄生虫が数隻目視で

きた。組織学的には、大・小脳の脳溝を中心に高

度の脳軟化、出血を伴う寄生虫寄生が認められた。

虫体の幅が100～150µmで、非細胞性の外皮、外皮

表面には微細なトゲ状の突起が一部で密集して

いた。外皮内側には筋層が発達していて、偽体腔

を有していた。寄生虫周囲には、一部でマクロフ

ァージによる被包化、石灰沈着、顆粒球の浸潤、

線維素の析出などが観察された。なお、分子生物

学的検索では、寄生虫同定のためのPCR検査に十

分量のDNAを確保できなかった。 

 

Ｄ．考察 

病理組織標本中の蠕虫は、宿主動物種、寄生部

位、寄生虫の大きさ、および蠕虫の構造上の違い

によって蠕虫種をある程度、推察することができ

る（表１）。すなわち、擬体腔、消化管や生殖腺

の有無と形状、外皮（クチクラ）の構造 厚さと

層構造、表面および内部の構造物（突起など）、

筋組織の発達程度と構造、虫卵（含仔虫卵）、石

灰小体、柔組織などの有無や形状が鑑別のポイン

トとなる。また、中枢神経幼虫移行症をおこす線

虫として、アライグマ回虫、イヌ回虫、ネコ回虫

（トキソカラ症）、広東住血線虫がある。 

今回、キツネザルの中枢神経組織に観察された

寄生虫は線虫に分類された。体内移行症を引き起

こす幼虫の大きさは、イヌ・ネコ回虫では0.5mm 

以下であるのに対してアライグマ回虫では2.0mm

 近くにまで急速に発育するとされる。また、組織

標本上の幼虫の直径は、イヌ回虫で18～21μm、ネ

コ回虫はそれより小さいとされる。アライグマ回

虫の直径は約65〜75μm、文献によっては直径50μ

m、外皮の厚さは5μmとされる。今回、キツネザル

の中枢神経に観察された幼虫の形態は、住血線虫

（Angiostrongylus）属寄生虫に一致した。 

Angiostrongylus 属線虫には、約 20 種あるが、

国内では、１）広東住血線虫  Angiostrongylus c

antonensis、２）マレー住血線虫 A. malaysiensis

 ドブネズミ、３）A. ten  テンの3種が確認さ

れているが、後者の2 種に関しては報告が少なく，

流行状況が定かではない。しかしながら、広東住

血線虫に関しては、国内では平成9年までに35例

の人体感染例が、沖縄を中心に全国各地で報告さ

れている。さらに、最近、アメリカのアカエリマ

キキツネザルにおいて、広東住血線虫による好酸

性髄膜脳炎の症例が報告され、今回の症例と臨床

症状と病理組織学的所見が類似していた。寄生虫

として、広東住血線虫Angiostrongylus cantonensis

を強く疑った。 

Angiostrongylus cantonensisは、神経向性幼虫期

を持ち、東南アジアと太平洋諸島全体に固有の線

虫で、齧歯類(Rattus spp.)が主な自然（終）宿主で、

さまざまな腹足類が中間宿主としている。齧歯類

では、脳の損傷を引き起こさず、重度の感染症で

は一部の肺疾患のみを生じる。しかし、ヒトおよ

び非ヒト霊長類を含む非好適宿主では、幼虫は重

度の好酸球性髄膜脳炎を引き起こす。臨床徴候は、

幼虫の移動と死んだまたは死にかけている線虫

に対する免疫応答に関連してする。治療法として

は、特効的な治療法はなく、治療の主体は対症療

法である。よって、予防的措置が優先される。広

東住血線虫を含む住血線虫は、感染型仔虫の摂食

によって感染するため、中間宿主であるカタツム

リやナメクジおよびその排泄物を経口摂取した

ものと考えられ、飼育状況から汚染野菜などの摂

取が推察された。そのため、野菜の念入りな水洗、

ネズミなどの終宿主の駆除などの対策をとった。

併せて、本例のような原因不明の進行性の神経症

状が継続した場合、鑑別診断として線虫移行症も

念頭に置く必要があると考えた。 

 

Ｅ．結論 

 国内初の非ヒト霊長類における住血線虫によ

る中枢神経幼虫移行症を発見し、対策をとった。 

 

Ｆ．健康危険情報 

 当該動物園に本疾患の概要を説明し、早急な予

防対策を勧めるとともに、当該動物園が動物園水

族館獣医師臨床研究会学術集会で発表して、注意

喚起を行った 

 

Ｇ．研究発表等 

１．論文発表等 

なし 

２．学会発表等 

（１）2022年度動物園水族館獣医師臨床研究会学

術集会 2023年2月 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

２．実用新案登録 

３．その他 

 なし 
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図１ キツネザルの中枢神経幼虫移行症（広東住血線虫を疑う） 

 
 

 

表１ 蠕虫の形態の比較 

 
 

 

吸虫条虫線虫種類

雌雄同体(※)雌雄同体雌雄異体 雄<雌性

卵生卵生
一般に卵生（旋毛虫、
糸状虫は卵胎生＃）

卵形態

なしなしあり擬体腔

外皮
厚く、棘（きょく）

外皮縞状構造、非細胞性
外皮
クチクラcuticle

体壁 ―
外皮下細胞
外皮微小毛（突起）

幼虫では比較的明瞭
外皮下層
hydrodermis

筋層
柔組織、スポンジ状

柔組織（じゅうそしき）

小筋束、石灰小体
筋細胞が配列筋肉層

あり、消化管盲端なしあり消化管

あり（精巣、子宮）幼虫未発達あり生殖器
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厚生労働行政推進調査事業費補助金（新興･再興感染症及び予防接種政策推進研究事業） 

分担研究報告書 

 

愛玩動物における薬剤耐性菌に関する調査研究 

 

研究分担者 小野 文子  岡山理科大学 獣医学部 准教授 

研究協力者 宇根 有美  岡山理科大学 獣医学部 

研究協力者 畑 明寿   岡山理科大学 獣医学部 

研究協力者 藤谷 登   岡山理科大学 獣医学部 

研究協力者 渡辺 俊平  岡山理科大学 獣医学部 

研究協力者 藤井 ひかる 岡山理科大学 獣医学部 

研究協力者 嘉手苅 将  岡山理科大学 獣医学部 

研究協力者 小菊 洋行  岡山理科大学 獣医学部 

研究協力者 西阪 祐希  岡山理科大学 獣医学部 

研究協力者 徳田 昭彦  竜之介動物病院 

研究協力者 大川 恵子  竜之介動物病院 

研究協力者 須田 拓翔  有限会社バーデン 

 

研究要旨： 家庭環境内での人と動物のAMR相互感染のリスクについての評価を行う目的で、

野外で生活している地域猫のAMR保有状況の継続的調査を実施し、動物病院に来院する家庭動

物（疾患治療および健康診断や避妊処置等を目的として来院した健常猫）のAMR保有状況と比

較解析を行った。本年度は、離島という限定地域で生息している地域猫を対象としてマイクロ

チップを装着し、継続的な健康状態のアセスメントとAMRモニタリングを開始した。離島に生

息する地域猫のAMR保有率は3%と家庭猫、他広域に生息する地域猫に比較して低く、検出され

る薬剤は限定されていた。健康調査により、ヘモプラズマ集団感染が認められたことから、感

染と診断された個体のみを対象としてマクロライド系抗生物質の治療を行い、AMRのフォロー

アップ調査を開始した。また、輸入直後の愛玩鳥より、多剤耐性菌が検出された。 

 

Ａ．研究目的 

 少子高齢化社会において、愛玩動物に対する依

存は増大し、ペットと飼育者の関係に変化が生じ

ている。また、人のみでなく動物における高度医

療によるAMRのリスク危機マネジメントが重要

な課題となっている。AMR感染症の抑圧は喫緊の

課題として、医療、農畜水産、食品安全の各分野

においてAMRの監視、抗菌薬の適正使用にむけワ

ンヘルスサーベイランスのアプローチが推進さ

れている。本研究では人生活圏内で生息する地域

猫が保有するAMRについて調査研究を行い、適切

な飼養管理について啓発普及を行うことを目的

として実施した。また、愛玩動物の多様化により、

輸入動物と触れ合う機会が増えている。本研究で

は、海外の繁殖施設から適切な手続きを行い輸入

された愛玩鳥の調査を開始し、海外からのAMR蔓

延リスク評価を行うことを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

１．対象動物 

１）離島に生息する地域猫の継続的健康調査と薬

剤耐性菌保有状況： 愛媛県離島（大洲市青島）

に生息する地域猫の健康状態のアセスメントお

よび、検体採取を実施した。2021年度に、島内に

約100頭生息する地域猫のうち71頭について一斉

調査を行った後、本年度は、3回の継続調査を実施

した。2021年度の一斉調査では麻酔下で行ったが、

継続調査においては、動物を捕獲後、ネットで保

定し、マイクロチップによるID確認、体重測定、

全身、口腔内アセスメントを行い、採血、咽頭ス

ワブ、直腸スワブの採取、爪切り、外部寄生虫用

駆虫薬投与等、グルーミング処置を実施し、マイ

クロチップ未挿入の個体にはあらたにマイクロ

チップ挿入を実施した。 

２）輸入愛玩鳥の薬剤耐性菌保有状況： 民間の

動物輸入・検疫施設において、2017年に導入され

た7羽のベニコンゴウインコより、輸入直後にク

ロアカより採取し分離保存した菌株を用いて検

索を実施した。また、当該施設で飼育されている

輸入愛玩鳥より、ケージ内に落下した新鮮便を採

取し、分離を行った。 

２．血液検査 

内在伏在静脈より採材した血液は、プレイン管

およびEDTA管に分注した。EDTA管に採取した血

液は、自動血球計算装置（日本光電）により全血

球計算を行うとともに、血液塗抹標本を作製しメ

タノール固定を行った。プレイン管に採取した血

液は血清分離後、ドライケム（NX7000、富士フィ

ルム）で血清生化学検査を行った。血液塗抹標本

はメイ・ギムザ染色後、バーチャルスライドスキ
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ャナNanozoomerに取り込み、白血球百分率の計測

と血球の観察を行った。 

３．腸内細菌分離同定 

 糞便のサンプリングにはシードスワブ１号を

用いて採取した。地域猫は大腸菌を対象とし、輸

入愛玩鳥は腸内細菌を対象として分離同定を行

った。XM-G寒天培地（日水製薬）またはDHL寒天

培地に塗抹し、35℃で24-36時間、好気的条件で培

養した。XM-G寒天培地上で大腸菌の特徴である

β-グルコロニダーゼ陽性の青色コロニー、または

DHL寒天培地では腸内細菌を対象とし、同一の選

択培地に塗抹しシングルコロニーを採取し、NA

寒天培地に塗布し、再度シングルコロニーを採取

した。採取したコロニーをNA寒天培地で増菌し、

マイクロバンクに採取し凍結保存するとともに、

Prepman（Thermo Fisher scientific）に菌株を浮遊

させた後98℃10分加熱後、10000rpm 2分遠心分

離し、上清を採取した。採取した上清を用いてPC

R法により大腸菌の同定を実施した。E.coli 検出

用プライマーは、ECO-1：GACCTCGGTTTAGTT

CACAGA、ECO-2：CACACGCTGACGCTGACCA

を合成し用いた。増幅条件は94℃15分加温後、9

4℃35秒、50℃10秒、74℃35秒を35回繰り返したの

ち、45℃2分保温後4℃で維持した。陽性コントロ

ールとして大腸菌標準株DNAを用いて電気泳動

を行い、585bpの増幅産物を確認したものを大腸

菌と同定した（RONG-FU WANG et.al., PCR Det

ection and Quantitation of Predominant Anaerobic 

Bacteria in Human and Animal Fecal Samples. A

ppl Environ Microbiol, 1242-1247, 1996）。大腸菌

以外の菌株はBacterial 16S rDNA PCR Kit Fast

（タカラバイオ株式会社）を用いて16S ribosomal

 DNA（rDNA）領域内の特定領域（約0.8 kb）を

増幅し塩基配列により、菌種の同定を行った。 

３．薬剤感受性試験（ディスク法）： 1頭の動物

より大腸菌が検出された場合、各2株の大腸菌株

を分離保存し、薬剤耐性菌検索の供試株は、１検

体あたり1株についてディスク法により薬剤感受

性試験を実施した。試験はCLSI（臨床検査標準協

会）に準拠して実施した。ディスク法の供試薬剤

は、JVARMと厚生労働省院内感染対策サーベイラ

ンス事業（JANIS）の対象薬剤を考慮した20種と

し、BDセンシ・ディスク（日本ベクトン・ディッ

キンソン）を用いた。なお、耐性限界値は、CLSI

 M100-S24に記載のものについてはその値とし、

規定されていない薬剤については評価しなかっ

た。精度管理株には、CLSIで規定されているEsch

erichia coli（ATCC 25922、ATCC 35218）、Pseu

domonas aeruginosa（ATCC 27853）を用いた。感

受性試験を行う際の菌液調整はプロンプトキッ

ト（BD）を用いて行った。凍結保存菌株をNA培

地で35℃24時間培養後、プロンプト接種棒で5コ

ロニーを採取後プロンプト接種チューブ内に懸

濁した溶液を用いてミューラーヒントン寒天培

地に調整した菌液を塗布し、ディスクを配置した。

ミューラーヒントン寒天培地は35℃で培養し、24

時間以内に阻止円計測により判定を行った。 

４．薬剤耐性遺伝子の検出 

薬剤耐性を示した大腸菌菌株について遺伝子

検索を行う目的で下記遺伝子のプライマーを作

成した。blaTEM、blaSHV、AmpC(bla CMY/MOX、

bla CMY/LAT、bla DHA、bla ACC、bla ACT-1/

MIR-1、bla FOX)、CTX-M遺伝子(bla CTX-M-1群、

bla CTX-M-2群、blaCTX-M-8群、およびbla CTX-

M-9群)、カルバペネマーゼ遺伝子(bla IMP-1、bla

 IMP-2、bla VIM-2、bla KPC-2、bla GES、bla N

DM-1)31–35.アミノグリコシド耐性16S rRNAメ

チラーゼ遺伝子(armA、rmtB)、アミノグリコシド

修飾酵素遺伝子(Aac(6')-Ib、Ant(3")-Ia、Aph(3')-Ia、

Aac(3)-II、キノロン耐性遺伝子(qnrA、qnrB、qnrC、

qnrD、qnrS、qepA、oqxAB、aac(6')-lb-cr) につい

て増幅条件の検討を行った。 

（倫理面への配慮） 

 去勢および避妊手術は麻酔下で実施され、採血

および直腸スワブ採取は動物が十分に麻酔され

ている時間に実施した。また、材料採取後に抗生

物質を投与し、術後感染防御につとめた。動物か

らの採材については岡山理科大学動物実験委員

会の承認を得て実施した。臨床検体については動

物病院への協力要請とともに、飼育者へのインフ

ォームドコンセントを行い、直腸スワブを採取す

るとともに、アンケート調査を実施した。調査は

岡山理科大学倫理審査委員会の承認を得て実施

した。 

 

Ｃ．研究結果 

１）離島に生息する地域猫の継続的健康調査と薬

剤耐性菌保有状況 

2021年に実施した一斉調査に引き続き、2022年

6月に21頭、10月に40頭、3月に37頭を対象とし、

健康調査を実施した。6月には16頭、10月に4頭、

3月に4頭にマイクロチップを挿入するとともに、

動物病院に入院した6頭へのマイクロチップ挿入

を行っていただき、島内ほぼ全頭に相当する計10

1頭について個体管理が可能となった。 

健康状態アセスメントでは、2021年に実施した

71頭の一般状態の所見として、ボディコンディシ

ョンスコア（BCS）2以下の個体が12頭、歯肉炎8

頭、眼や全身に重度黄疸のある個体が5頭確認さ

れた。また、毛並み不良や流涙、眼脂、眼球白濁

などの眼症状、鼻汁等が確認された。健康調査の

際、脱水重度などの症状があった個体10頭に関し

ては、輸液処置を行い、加療が必要と考えられた

3頭は大洲市の動物病院へ入院させた。全血球計

算は61検体で実施した。白血球数の平均値は基準

値内であったが、28%で基準値を逸脱し高値を示
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した。ヘモグロビン値の平均は基準値内であった

が、30％で基準値を逸脱し低値を示した。血液塗

抹標本では、ヘモプラズマ感染症と考えられる赤

血球表面の好塩基性の球菌様寄生体が35検体で

確認された。血清生化学検査は60検体で実施した。

ＡＳＴとTPは60％以上の個体で高値を示し、平均

値が基準値を超えた。T-BILは12％の個体で逸脱

し、3.1ｍｇ/dlと顕著に高値を示す個体がいた。血

液学的検査は71検体中60検体について実施し、12

検体(20%)で白血球増多が認められ、7検体で赤血

球数、ヘモグロビン値とも貧血傾向が認められた。

ヘモプラズマ感染による貧血、黄疸症状が多くの

個体で認められることから、動物病院での処置お

よび定期検査時において、感染が疑われる個体へ

の抗生物質投与を開始した。抗生物質は長時間作

用型マクロライド系ツラスロマイシン（ドラクシ

ン ゾエティス・ジャパン株式会社）を、2022年

10月に40頭中11頭、2023年3月に37頭中4頭に投与

した。  

2021年の初回感受性試験の結果63検体中2検体

でアンピシリンおよびセファゾリンに対して耐

性が認められた。2023年3月の検査では37検体中6

検体でアンピシリンおよびセファゾリンに対し

て耐性が認められた。そのうち10月にツラスロマ

イシンを投与した個体は2例であった。 

２）輸入愛玩鳥の薬剤耐性菌保有状況 

7羽のベニコンゴウインコの糞便から分離した

腸内細菌は、6羽のベニコンゴウインコから14株

の大腸菌（Escherichia coli）、4羽から５株のPseu

domonas putida、1株のPseudomoas fulva 、1羽か

ら1株のLactococcus lactisと高い相同性が認めら

れた。薬剤耐性は、分離された14株の大腸菌では

セファリゾン、キノロン系、テトラサイクリンに

対し耐性が認められた菌株が検出された。Pseudo

monas属では、全ての菌株が多剤耐性菌で、ペニシ

リン系、β-ラクタム系、セファム系、キノロン系、

クロラムフェニコール系と8種以上の抗生物質に

対し耐性が認められる菌株が検出された。 

 

Ｄ．考察 

愛玩動物由来感染症の中でもAMRは継続的な

調査とその結果を集約し対策を早急に講じるべ

き公衆衛生上の問題であると考えられる。本研究

では、縦断的に地域ネコの薬剤耐性菌保有率につ

いて調査を行い、野外環境からの感染リスクを評

価し、家庭猫における、獣医療および家庭内での

人からの感染リスク、薬剤耐性獲得について疫学

的検証を進めていく。昨年度より離島という閉鎖

的且つ濃厚なコミュニティの地域猫について調

査を開始し、JAVMAおよび本研究で行った家庭

動物（疾患動物、健常動物）に比べ耐性菌保有率

は低く、これまで本研究で実施してきた地域猫に

比べても低い耐性菌保有率であった。また、当該

地域猫に対し、マイクロチップ挿入により継続調

査を可能とし、血液検査、保定検診等継続調査を

開始した。赤血球内感染により、貧血、黄疸をも

たらすマイコプラズマによる猫ヘモプラズマ感

染症の集団感染が認められたことから、感染の診

断を行った個体を対象に抗生物質投与を開始す

るともに、AMR継続調査を実施したところ、βラ

クタム系への耐性菌の増加傾向が認められた。マ

クロライド系抗生物質とβラクタム系やセファ

ム系の抗生物質は、異なる薬理作用を持つため、

一般的には互いに薬剤耐性を生じさせることは

ない。しかし、薬剤耐性のメカニズムは多岐にわ

たることから、継続的なサーベイランスとともに、

発生機序について検討を進める。また、輸入愛玩

鳥から多剤耐性菌が分離された。分離された菌株

のうち、腸内常在菌である大腸菌に比べ、飼育環

境中に存在すると考えられるPseudomonas属菌株

に多剤耐性菌が検出されたことから、繋留検疫期

間中の排除の可能性について検討が必要である

ことから、今後輸入される動物の調査とともに、

繋留検疫期間中の変動について調査を開始した。 

 

Ｅ．結論 

 離島の地域猫について薬剤感受性検査を実施

したところ、JAVMAおよび本研究で行った家庭

動物（疾患動物、健常動物）に比べ耐性菌保有率

は低く、これまで本研究で実施してきた地域猫に

比べても低い耐性菌保有率であった。離島という

内集団の濃厚コミュニティを形成している群で

あり、薬剤耐性を獲得した場合、集団内への蔓延

リスクについて個体特定が可能な地域猫の継続

調査により、AMR蔓延リスク評価に有用な情報と

なる。また、海外繁殖施設からの輸入愛玩鳥より

多剤耐性菌が検出されたことから、輸入動物が保

有するAMRリスクについて解析が必要と考えら

れた。 

 

Ｆ．健康危険情報 

 地域猫および家庭猫において薬剤耐性菌が検

出されたことから、愛玩動物と人相互感染のリス

クが考えられる。 

 

Ｇ．研究発表等 

１．論文発表等 

２．学会発表等 

なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

２．実用新案登録 

３．その他 

 なし 
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令和５年５月３１日 
厚生労働大臣                                          

                                                                                              
                             機関名 国立大学法人東海国立大学機構 
                                岐阜大学 
 
                    所属研究機関長  職 名 機構長 
                                                                                      
                             氏 名 松尾 清一 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名   振興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業                  

２．研究課題名   愛玩動物由来感染症制御のための、感染症発生状況、原因病原体及び宿主動物の解析

に基づくリスク評価と啓発に関する研究         

３．研究者名  （所属部署・職名）応用生物科学部・教授                                  

    （氏名・フリガナ） 福士 秀人・フクシ ヒデト                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
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令和5年4月14日 
                                          
厚生労働大臣 殿 

                                                                                        
                      機関名 岡山理科大学 
 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名  平野 博之       
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  厚生労働行政推進調査事業費補助金（新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究）                          

２．研究課題名  愛玩動物由来感染症制御のための、感染症発生状況、原因病原体および宿主動物の解析

に基づくリスク評価と啓発に関する研究(21HA2001)    

３．研究者名  （所属部署・職名） 獣医学部・教授                         

    （氏名・フリガナ） 宇根 有美・ウネ ユミ                      

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ☑ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ☑ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ☑ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ☑ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ☑   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ☑ 無 □(無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ☑ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 ☐ 無 ☑（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
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令和５年４月１８日 
                                          
厚生労働大臣 殿 

                                                                                        
                              機関名  岡山理科大学 
 
                      所属研究機関長 職 名  学長 
                                                                                      
                              氏 名  平野 博之       
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  厚生労働行政推進調査事業費補助金（新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究）                          

２．研究課題名  愛玩動物由来感染症制御のための、感染症発生状況、原因病原体および宿主動物の解析

に基づくリスク評価と啓発に関する研究                       

３．研究者名  （所属部署・職名） 獣医学部・准教授                         

    （氏名・フリガナ） 小野 文子・オノ フミコ                     

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ☑ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ☑ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ☑ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ☑ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ☑   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ☑ 無 □(無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ☑ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 ☐ 無 ☑（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
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